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－３４１－ 

再    開  （午後  ２時０２分）  

 

○議  長  

 皆さん、こんにちは。初日、監査委員に選任同意いただきました近藤恭子様

が御挨拶に参っておられますので、御挨拶を頂戴したいと思います。よろしく

お願いをいたします。  

○監査委員（近藤恭子）  

 皆様、こんにちは。このたび、監査委員に就任させていただくことになりま

た弁護士の近藤恭子と申します。  

 平群町におかれましては、昨年の４月に「緑豊かで心豊かな子どもの歓声が

きこえるまち」ということで、第５次総合計画を策定されて、いま現在、その

実現に向かって全力を尽くされておられるとお伺いしております。  

 そのような中でですね、私、監査委員という重大な職責を賜りまして、大変

身が引き締まる思いではございますが、弁護士としての経験を生かして、全力

で取り組ませていただこうと思っております。  

 皆様におかれましては、御指導、御助言いただきますようどうぞよろしくお

願いいたします。（拍手）  

○議  長  

 ありがとうございます。  

 ただいまの出席議員は１２名で定足数に達しておりますので、平成２６年平

群町議会第１回定例会を再開します。  

 これより本日の会議を開きます。  

（ブー）  

○議  長  

 本日の議事日程は、お手元に配付しております議事日程表のとおりです。日

程表に従い議事を進めます。  

 日程第１  発議第１号  平群町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついて  

を議題といたします。  

 本案については、文教厚生委員会に付託しておりますので、委員長の報告を

求めます。窪文教厚生委員長。  

○文教厚生委員長（窪  和子）  

 文教厚生委員会委員長報告をさせていただきます。  

 去る３月４日に開催されました平群町議会第１回定例会の本会議において、

当委員会に付託を受けました、発議第１号  平群町国民健康保険税条例の一部
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を改正する条例について、本委員会での審査内容と審査の結果を報告をいたし

ます。  

 発議第１号  平群町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について  

 この条例は、国民健康保険加入者への税負担を軽減するため、医療に係る均

等割額及び世帯別平等割額を減額するものであります。  

 質疑では、２５年度決算見込みで示された療養給付費交付金１億８，０００

万円から、国民健康保険運営協議会以降３，７８９万円が減額され１億４，２

１１万円になることについて質され、２月後半に出された数字で退職者医療費

の伸びが少なく減額になったが、３月以降動く可能性があり、５月初旬に確定

する旨の答弁がありました。  

 発議による影響額について質され、均等割、平等割をそれぞれ７，０００円

引き下げると約４，８００万円減額になると認識している旨の答弁がありまし

た。  

 退職者療養給付費の減額について提出者に質され、療養給付費交付金は退職

者被保険者が受けた医療費を措置するもので、一般被保険者の一般療養給付費

と違って、退職者の場合は本人の国民健康保険税、窓口負担、これ以外の分に

ついては基本的に全て措置される。今回、約３，８００万円減額すれば、歳出

の退職者の療養給付費も減額になるとの答弁がありました。  

 基金と繰越金の合計額が３億円以上あることについて質され、特別会計は独

立採算性が大前提であるが、地方公共団体財政健全化法ができ、特別会計も含

めて赤字比率を一定試算することになっており、基準としては赤字にしてはい

けないということである。一方で、国民健康保険は療養給付費が単年で大きく

増減し、当初約３％の伸びで試算していたが、反対にマイナス３％となった。

上下合わせて１億円の差が出ることもあり、安定的な財政運営を行うには、急

に療養給付費が膨らんだとしても赤字にしないために基金を持っておく必要が

あると考える。資金収支については、最終的に決算をゼロにしたらいいという

ものではなく、月単位でレセプト請求があり、そのときに残高をゼロにしては

資金ショートを起こしてしまうので、一定の柔軟的な財政調整基金が必要だと

いう旨の答弁がありました。  

 ２３年度の資産割廃止、２４年、２５年度の税率改正による基金を含んだ余

剰金について提出者に質され、２３年度決算で２億２，７４１万４，０００円、

２４年度決算で約２億５，２００万円、２５年度の決算はまだ出ていないが、

いまの段階で２億８，０００万円の剰余金となる旨の答弁がありました。  

 広域化による基金の取り扱いについて質され、国と都道府県、市町村のワー

キングチームで会議をしており、７月に中間報告が出てくる予定であり、まだ
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未確定な部分もあるが、基金や剰余金についてはまちの条例等で積み立ててい

るので、取り上げられることはないと確認している。ただ、会計上マイナスに

なった分については、当然、清算をすることが基本であり、県統一化までにゼ

ロにしておくことがベストと考えている。いまの平群町の国民健康保険税は、

奈良県下市町村の平均よりも低い状況であり、このことも加味する中で、残っ

た場合は取り扱いを考えていかなければならない旨の答弁がありました。  

 国保税の減税について町長の考えを質され、できるだけ正確を期した判断を

したいので、４月にはほぼ歳入歳出が確定し、調整交付金や療養給付交付金の

正確な数字が出てくるため、剰余金がはっきりしてくる。今後の医療費の増高

も考えられることから、もうしばらく待っていただければ、当局の責任として

提案していく。また、２９年度の県下統一のことも考慮しながら決断していき

たいとの答弁がありました。  

 決算見込みが出た時点で、諮問機関である国民健康保険運営協議会に提案す

るのか質され、相当正確な決算が出た段階で諮問を行い、一定の理解を得た上

で、議会に提案していくとの答弁がありました。  

 討論では、決算を見据えながら減額をするために国民健康保険運営協議会に

諮問するという答弁があり、過去３回の減額措置においても、国民健康保険運

営協議会で諮り、文教厚生委員会で協議し、議会に提出されたことを道筋と考

え、この発議については反対する意見が出されました。  

 ２１年度からの国保会計の決算状況から見ると、国保会計にとってプラス要

因となる歳入の前期高齢者交付金の伸びは、４年間で３億２，３５５万円、マ

イナス要因となる歳出の一般療養給付金、後期高齢者支援金、介護納付金の伸

びで、合わせて１億４，２２５万円となり、３年連続引き下げによる１億９０

０万円の減額分を差し引いても、計算上、今回減額しても会計としては収支に

影響がないことから賛成する意見が出されました。  

 採決の結果、発議第１号については、挙手多数で原案どおり可決することに

決しました。  

 以上が、当委員会に付託を受けた案件の審査の結果であります。よって文教

厚生委員会委員長報告といたします。  

平成２６年３月１８日  

文教厚生委員会  

委員長  窪    和  子  

○議  長  

 ありがとうございました。  

 発議第１号  平群町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての委
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員長報告に対する質疑に入ります。山口君。  

○６  番  

 委員会でね、町長の答弁なんですけれども、町長というか当局の答弁なんで

すが、この委員長報告では、「４月にほぼ歳入歳出が確定し、調整交付金や療

養給付交付金の正確な数字が出てくるため」という、で、「剰余金がはっきり

してくる」と、「もうしばらく待っていただければ、当局の責任として提案し

ていく」って、こういうふうになってるんですけどね、はっきりと引き下げを

するというような答弁だったように私は記憶してるんですが、それは私の記憶

違いなのでしょうか。  

○議  長  

 委員長報告に対する質疑で、もし確認であれば当局から答弁もありますし。  

○６  番  

 いやいや、これ、要するに、議事録を一定起こして、当然、委員長のほうで

まとめてもらってるわけですから、ただ、いま聞くんじゃなくってね、あのと

きの答弁は、質問との兼ね合いのこともあるかもわかりませんが、引き下げる

んでしょうっていうのは、これは初日だったかちょっとわかんないですけれど

もね。引き下げることを前提に、遅くとも６月議会で町長が提案すると、私は

そういうふうな答弁だったというふうに認識してるんですけどね。この書き方

だったら、引き上げることだってあり得るわけじゃないですか。要するに、決

算を見て、考慮をして、決断するいうだけやから。何を決断するのかが、ここ

が一番住民にとって大事なわけです。いや、議員が、まだこれ通ったわけでも

何でもないですけど、判断する場合も、そこが一番大事なわけでしょう。それ

を抜いた委員長報告っていうのは、抜いたっていうのは、言ってなかったら言

ってないんやろうけど、いや、私は言ったと思うんですけどもね。その点、委

員長にちょっと確認していただけますか。  

○議  長  

 はい、委員長。  

○文教厚生委員長（窪  和子）  

 いま山口議員のほうからありましたが、そこが一番のポイントだと山口議員

はおっしゃいました。そのとおりであると思いますが、ここで町長が、まずは

協議会ですね、そこを大事にしながらということですので、言葉の中にはです

ね、会議録を起こしていただいてますので、一部、ちょっと拝読しますが、町

長、馬本委員さんの質問に対しまして、「いずれにいたしましても、一定の剰

余金が出てまいりますので、減額していくということでございます」という一

文は入っていることは確かでございます。  
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○議  長  

 はい、山口君。  

○６  番  

 そうでしょう。いや、それだったら、やっぱりそこが大事なわけですから、

そこを入れていただかないと、委員長報告としては、私は、いや、その枝葉の

ことはいろいろあってもね、これではもう全然そういうふうに、いまの委員長、

読み上げていただいた部分と、まるっきり違うとは思いませんが、入ってない

というのはなぜかというのは非常に疑問に思うんで、その一文は、差しかえは

いいですけれども、このようにするというのは、そこはつけ足していただかな

いと、私は提出者としても、あれだけの議論をしていただいたわけですから、

納得できないというふうに思いますんで、その点、ちょっと議長、どうされる

のか。  

 いや、それと、もう１点ある。  

○議  長  

 はい、植田君。  

○５  番  

 よろしいですか。討論のところで、私、これは賛成討論させてもらったんで

すが、討論の下から２行目ですね、「計算上、今回減額しても会計としては収

支に影響はないことから賛成する意見が出されました」とあるんですが、この

くだりはね、私、多分、２６年度予算の意見をつけて賛成をしたときに言った

んじゃない。ここで私、今回の条例改正のとこで言わせてもらったんは、国保

会計の状況を見る限り、引き下げの原資は十分あることから、５月末の決算を

見るまでもなく、取り過ぎた保険料は速やかに返すように云々というふうに言

ってるんで、会計としては収支に影響がないことからっていう、私はこういう

賛成討論はしておりませんので、ここもすいませんがお願いできますか。  

○議  長  

 はい、窪君。  

○文教厚生委員長（窪  和子）  

 いま植田議員おっしゃいましたが、そのことも含めまして、再度ちょっとお

時間をいただきたいと思います。  

○議  長  

 はい、わかりました。  

 それでは、委員長報告の正確さを期すために、暫時休憩をいたします。  

（ブー）  

休    憩  （午後  ２時１５分）  
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再    開  （午後  ２時４０分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き、再開をいたします。  

（ブー）  

○議  長  

 貴重な時間、申しわけございません。窪文教厚生委員長。  

○文教厚生委員長（窪  和子）  

 お時間いただきまして、ありがとうございます。  

 先ほど、山口議員から、植田議員からありました２点につきまして、御説明

をさせていただきます。  

 先ほどの減額という文言が入っていないじゃないかということですが、再度、

御答弁させていただきたいと思います。  

 町長のほうはですね、委員長報告でも申し述べましたが、町長の考え方とし

て、当局の責任として提案をしていくということで、多くの方々がそういう質

疑がありましたので、この一文にまとめさせていただきましたので、御理解を

いただきたいと思います。  

 それから、植田議員のほうからは、賛成討論の部分におきまして、少しニュ

アンスが違うのではないかということでございました。いま、精査をしまして、

会議録を少し読ませていただきます。「計算上は、６，７３０万円を減額して

も会計としてはとんとんになるというものです。このことから考えると、今回、

発議として出されている減額は約４，８００万円ということから、引き下げは

十分可能だというふうに考えられます」と、前後がありますが、このような賛

成討論をなされております。そして、私の委員長報告では、「計算上、今回減

額しても会計としては収支に影響がないことから賛成する意見が出されまし

た」と、このようにまとめさせていただきました。とんとんという言葉でござ

いますけれども、辞書で調べましたら、主に収支に対して使われる、収支に差

がないことを意味するという意味で、委員長報告ですので、いろんなこと、討

論の言葉を全て載せるわけには、それは会議録で、今議会から会議録がつくら

れておりますので、それをまとめさせていただきまして、減額しても会計とし

ては収支に影響がないということでまとめさせていただきまして、おっしゃら

れている賛成討論のニュアンスからは逸脱してないということで御理解をいた

だきたいと思います。  

○議  長  
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 ただいま窪委員長のほうから答弁がございました。  

 ほかにございませんか。山口君。  

○６  番  

 いまの説明で、一応よしとはしますけどね。基本的にはね、一番、何て言う

んですかね、私は、これはもう私の意見ですけれども、住民にとって一番大事

な点、やっぱりそこは私はきっちり押さえるべきだというふうに思いますんで、

もちろん今議会から議事録もきちっと出ますから、それを見れば全部出てくる

わけですから、間違いはないんでしょうけれども、その点は１つ指摘しておく

のと、それから、植田議員の賛成討論の言い回しでね、どこで切るかというの

はあるんですが、この言い回しだと、要するに会計に影響がないから賛成だと、

こう言ってるようになるんですけれども、いや、本来の趣旨は、私はちょっと

ニュアンスが違うと思うんですよ。今回はこれでいいですけれども、その辺は

ね、委員長おっしゃるのもわからなくはないですけれども、まとめるのは大変

な作業ですからわからなくはないですけれども、今後、もうちょっとやっぱり、

何て言うんですかね、その辺、どこにあれが一番置いてるかということでね、

やっぱり書いてもらったほうが、ましてや委員長報告が一番先に、例えば議会

だよりなんかでは委員長報告、そのまま全部じゃないですけれども、それの対

応が載るわけですから、それは住民の皆さんに配られますんでね、議事録は必

ずしも住民の皆さんに読んでいただくということになかなかならない場合が多

いもんですから、その辺は、私も含めてですけれども、やっぱり気をつけてい

くべきではないかということを議長にもお願いしてですね、この件はこれで結

構です。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら委員長報告に対する質疑を終結します。  

 これより討論に入ります。馬本君。  

○１２番  

 ここに出ておりますように、町長は、国保の決算は大体４月の末、委員会で

もありましたけども、５月の初めに出るということを御答弁いただき、それを

見据えながら、減額するためには、まず国民健康保険の運営協議会、諮問機関

でございますけども、そこへ諮問されて、そして、今度、議会であります文教
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厚生委員会で協議をしていただき、ここで、６月に議会に提出されるというこ

とを御答弁をいただきました。  

 私は、国民健康保険法第１１条に基づく国民健康保険運営協議会というもの

が設置されておるわけでございます。そこは、私は一定のルールで、そこを尊

重すべきやなと。まして、また、議会、文教厚生委員会がございますんで、文

教厚生委員会も私は議会を尊重するべきと思います。よって、この発議につい

ては反対の意を表します。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。森田君。  

○４  番  

 私はですね、国民健康保険条例の一部改正する条例に賛成の立場で討論させ

ていただきます。  

 今議会中、文教厚生委員会での議論の中でも、２５年度国保税会計の決算を

見る限り、国保の引き下げることは周知一致することで異論はなかったはずで

ございます。問題は、いつ下げるかのタイミングだというふうに私は思います。 

 そこで、委員会である委員からの基金が幾ら必要か、幾らあったらいいかと

質問されたところ、山中副町長から、国保会計ではないが、一般会計などの一

般論として、５％が一応の目安だという御説明を受けました。そうすると、基

金は１億３，０００万円あればいいことになり、国保税が２９年度広域化の方

向で進んでおりますが、しかし、余剰金の処分の方法は何ひとつ決まっており

ません。今年度の決算を見る限り、剰余金が３億２，０００万とすると、３億

２，０００万円から先ほどの基金１億３，０００万を差し引きますと、１億９，

０００万になります。この１億９，０００万をどのような方法で加入者に還元

するのかということになります。提案者の説明で、今条例改正を引き下げても

国保会計が健全に運営できるということは明らかであります。  

 それと、この問題の根本は、平成２０年度の国保税値上げにさかのぼらなく

てはなりません。当時の引き上げの一番の理由は、後期高齢者医療制度の導入

によって負担金が増えるとのことでしたが、その考えが間違っていると、当時、

国保税の引き上げ条例に、議案に反対してました。その後も、国保税は引き下

げるべきだと一貫して言ってまいりました。このことはいままでの決算を見ま

しても明らかで、２３年度は資産割を廃止して、歳入が４，４００万減っても

剰余金が２億２，７００万も出し、２４年度は料率を改正を行って、歳入が１，

７００万減っても剰余金が３億７，２００万円を出し、２５年度は均等割と平

等割を下げ、歳入が４，８００万下がっても、決算見込みは、剰余金は３億２，

０００万になっております。この２０年度の引き上げを行った後、２３年、２
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４年、２５年、３年間、引き下げても、引き下げても、多額の剰余金が出ると

いうのもおかしな話であります。明らかに２０年度の国保引き上げは問題であ

り、その後の決算を見る限り、いかに予算編成がずさんとしか言いようがあり

ません。失礼ですが、予算編成が間違っていると言わざるを得ません。本当に

おかしな予算編成です。  

 次に、タイミングのことでございますが、先ほど反対討論の方からも、町長

は、国保税引き下げのことは運営協議会に諮った上で、２６年度から国保税の

引き下げを、額も決めて遅くないとの意見も、私もそのとおりだと思います。

しかし、２６年度から介護保険も上がり、この４月から消費税が５％から８％

になることで、食料品を初め全てのものが値上がりします。また、２６年度か

らは、額は少ないわけでございますが、復興税も加わります。住民の皆様の生

活が苦しくなることは明らかであります。また、今議会でも、利用料の無料化、

無料クーポンの配布、教育助成制度の復活、介護認定など、議員の皆様から公

からの補助、助成を求める一般質問もありました。それぐらい住民の生活が大

変で困っているわけでございます。  

 そして、今議会でも、若者の定住策の議論がありました。私も、若者が平群

町に住んでくれるまちづくりは必要だと思います。しかし、いま、一番困って

るのは、高齢者が平群町から出ていかれることであります。高齢者の平群町か

ら出ていかない施策、人口対策のほうがプライオリティー、優先順位が高いは

ずだと私は思います。  

 議員各位も機会損失という言葉を御存じだと思います。この意味は、いまや

らないと、いま決めないと、もうけ損ない、稼ぎ損になりますということを言

っているのと私は理解しております。今議会でも、決断が遅いことを嘆く議員

もいらっしゃいました。国保税の引き下げによって、人口減を１人でも２人で

も少なくするために、１日も早く国保税の引き下げを表明することが大切で重

要であるわけでございます。  

 ４月から全てのものが値上がりします。町内では一つも安くなるものがなく

ては困るわけです。ムードづくりも大切だと思います。私は機会損失に陥らな

いためにも、国保税を引き下げは今でしょうと申し上げて、本条例改正案に賛

成の討論とさせていただきます。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。はい、植田君。  

○５  番  

 反対討論がないのでしたら、賛成討論をさせていただきます。  

 委員会のときにも述べたように、２１年度からの国保の会計の決算状況から
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見ると、国保会計にとってプラス要因となる歳入での前期高齢者交付金の伸び

は、４年間で３億２，３５５万円。一方、国保会計にとってマイナス要因とな

る歳出の一般療養給付費で８，２５０万円、後期高齢者支援金で３，６９０万

円、介護納付金で２，７５０万円の伸びとなっており、合わせて、マイナス要

因としては１億４，２２５万円となり、プラス要因からこのマイナス要因を差

し引くと、プラス１億７，６３０万円ということになります。この間、この国

保税の問題では住民運動もあり、２３年度から３年連続の引き下げによる減額

は年１億９００万円ということですから、１億７，６３０万円から減額分の１

億９００万円を差し引くと、計算上、まだ６，７３０万円を減税することがで

きます。今回提案している減税額は約４，８００万円の引き下げ、このことか

ら十分可能だと考えます。  

 また、剰余金も３億円近く残っており、２９年度に国保の広域化が言われて

いる中、保険税を引き下げて基金を減らしていく自治体もあり、国保会計の状

況を見る限り、引き下げの原資は十分あることから、５月末の決算を見るまで

もなく、取り過ぎた保険料は速やかに住民にお返しをする、このことが基本だ

と考えます。行政から引き下げ提案が３月議会で提案されなかったことは非常

に残念であることを申し添えて、発議第１号については賛成をいたします。  

 以上です。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら本案に対する討論を終結します。  

 これより発議第１号について採決を行います。  

 本案に対する委員長の報告は可決です。発議第１号  平群町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例については委員長の報告のとおり決定することに、

賛成の方は挙手願います。  

 

賛成者挙手  

 

○議  長  

 挙手少数であります。よって、発議第１号  平群町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例については否決されました。  
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 続きまして  

 日程第２   議案第１３号  平成２６年度平群町一般会計予算について  

 日程第３   議案第１４号  平成２６年度平群町住宅新築資金等貸付事業特

別会計予算について  

 日程第４   議案第１５号  平成２６年度平群町国民健康保険特別会計予算

について  

 日程第５   議案第１６号  平成２６年度平群町水道事業会計予算について  

 日程第６   議案第１７号  平成２６年度平群町下水道事業特別会計予算に

ついて  

 日程第７   議案第１８号  平成２６年度平群町農業集落排水事業特別会計

予算について  

 日程第８   議案第１９号  平成２６年度平群町学校給食費特別会計予算に

ついて  

 日程第９   議案第２０号  平成２６年度平群町介護保険特別会計予算につ

いて  

 日程第１０  議案第２１号  平成２６年度平群町奨学資金貸付事業特別会計

予算について  

 日程第１１  議案第２２号  平成２６年度平群町後期高齢者医療特別会計予

算について  

以上、１０件は会議規則第３７条の規定により一括議題とします。  

 本案１０件については、予算審査特別委員会に付託しておりますので、委員

長の報告を求めます。山田予算審査特別委員長。  

○予算審査特別委員長（山田仁樹）  

 それでは、少しお時間をいただきます。よろしくお願いをいたします。  

 予算審査特別委員会委員長報告をさせていただきます。  

 去る３月５日平群町議会第１回定例会の本会議において、当委員会に付託を

受けました平成２６年度一般会計及び特別会計予算１０議案に対する審査の結

果を報告申します。  

 予算審査については３月７日に一般会計の審査を、３月１０日に各特別会計

の審査を行いました。  

 議案第１３号  平成２６年度平群町一般会計予算について  

 平成２６年度一般会計予算の総額は６５億４，０００万円で、前年度当初予

算と比較して２億５，５００万円の減額となっております。  

 本案の審議は、まず歳出全般について行った後、各款ごとに区切って行い、

次に歳入全般にわたって行いました。  
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 その主な審議内容について、順次報告申し上げます。  

 歳出全般では、土地借上料の契約年数について質され、借地が２７件あり、

１年更新の契約が多いが、借地によっては３年から５年の複数年契約があると

の答弁がありました。  

 総務費。  

 財政調整基金費で、ふるさと基金７８２万７，０００円の根拠について質さ

れ、道の駅の指定管理者である地域振興センターからの納入金を積み立てるも

ので、地域振興センターから示された２６年度事業計画による金額で、税抜き

販売額の２．２％で計上、一定、収入は見込めるとの答弁がありました。  

 自治振興費の大字自治会育成交付金の目的について質され、本町の各種行政

事務にかかわる連絡調整、活動協力に対して、基本的に必要な費用弁償という

ことで位置づけており、総代・自治会長に対して交付する制度として発足した

との答弁がありました。  

 防災諸費の奈良県急傾斜地崩壊対策事業の進捗状況について質され、県事業

で、総事業費の１０％を町が負担することになっている。当初は平成２３年か

ら２５年までの３カ年計画で、北小学校校舎西側のみの対策工事の予定であっ

たが、測量・設計業務を行う中で、校舎南側斜面も対策工事が必要となったた

め、２５年度から２７年度に校舎南側斜面、２７年度から２８年度に校舎西側

斜面の工事を行う予定であるとの答弁がありました。  

 コミュニティバス推進事業費で、ルート改正により、北ルート、南ルートの

利用状況に開きが出てきている。現状の分析と今後の方向性について質され、

北部の団地については民間営業バス路線があるので、北ルートの中には上庄台、

月見台しか入っていないため、若干利用対象者が少ないこともある。幼保一体

施設の新園は公共交通を利用していただくことを想定しており、北と南に分け

て対応できるようにしたが、新園が開園していないいまの段階では、どういっ

た利用状況になるかというのは把握できない。公共交通連携計画の中でも、最

低基準に達しないという状況が続くようなことがあれば、ルート、ダイヤの縮

小、場合によっては廃止ということも検討しなければならないといった状況も

ある。今後のコミバスについては、公共交通会議、公共交通対策特別委員会も

含めて議論していかなければと考えている。公共交通については、住民の声を

くみ上げて、今後検討していくとの答弁がありました。  

 ホームページの予算と更新状況について質され、情報政策費の事業・業務委

託料で約３６万円計上している。２６年度から観光ホームページ等の立ち上げ

もあり、ホームページの容量をアップすることと、現在、ホームページでお知

らせの部分が、各課より即時更新処理できる機能を持たせており、また、住民
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の皆さんに見ていただけるようなホームページづくりに鋭意努力し、意見等は

真摯に受けとめ、改めていく部分については改めていきながら、よいホームペ

ージをつくっていくとの答弁がありました。  

 ペイジー収納に係る諸経費と導入による削減効果、今後の導入計画について

質され、初年度導入費として、委託料で９５５万円、負担金で共同利用センタ

ーの準備業務導入費用として２８７万円、その他合計で約１，２５３万円の費

用が必要となる。２７年度から発生するランニング費用は、システムの保守料

５２万円、ペイジーの基本利用料７８万円、日本マルチペイメントネットワー

ク推進協議会の年会費１０万円、ペイジーの金融機関等の取引手数料として１

件当たり４８円プラス消費税がかかり、コンビニ収納とペイジー納付を含める

と、利用件数にもよるが、合計で４２０万円を予定している。費用削減につい

ては、収納消し込みを現在２名の職員で行っているが、１名分を他の住民サー

ビスに配置できるかどうか、現在検討している。公共料金等の収納については、

納税者の立場に立って、費用対効果も考え検討していくとの答弁がありました。 

 民生費。  

 社会福祉総務費で、微量ＰＣＢ処理委託料５９万９，０００円の内容につい

て質され、２３年度に検査を実施し、大空の家が利用している梨本地内に微量

ＰＣＢ４１ｐｐｍが含まれているトランスがあり、微量のＰＣＢの処理業者が

岡山県にできたので委託料を計上した。管理については、キュービクルの中に

あり、工事用の保護柵で四方を囲み、厳重に保管してきたとの答弁がありまし

た。  

 老人福祉施設三室園運営負担金で、あくなみ苑の起債償還予定について質さ

れ、三室園借入元金が平成６年、７年、８年の３年間発生しており、総計が１

１億１，９６５万９，８２７円ある。２６年度で平成６年度借り入れ分の返済

が終了し、７年度、８年度の借り入れ分が残るが、毎年の返済額が１億１，０

００万円から大幅に減少していく。７町の平均で言えば、約５００万円下がっ

てくるとの答弁がありました。  

 老人福祉費の介護基盤緊急整備等臨時特例補助金が２５年度から減額となっ

ている内容について質され、２５年度で認知症対応型の通所介護、グループホ

ーム、小規模多機能の予算計上を行ったが、通所介護の応募者がなかったため、

２６年度に認知症対応型の通所介護の補助金を予算措置したとの答弁がありま

した。  

 老人福祉費の扶助費、介護保険サービス利用等軽減費で６万円の予算措置を

されているが、今後、利用者負担を軽減していく考えがあるのか質され、生活

の厳しい方に対して町が独自でやっている助成制度であり、低所得者の方に対
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しての配慮も必要であるが、全体を考えたときに、どの辺で線を引いていけば

いいのか非常に難しいことだと考える。第６期の策定委員会の中での検討を考

えているとの答弁がありました。  

 第６期の介護保険計画策定委員会の委員の選任について質され、介護保険計

画策定委員は要綱で定められており、介護保険運営協議会の委員１０名は、策

定委員会のメンバーになると定められている。残り保険、医療経験を有する方

３名、関係団体で総代、自治会長等で３名と考えており、いまは未定であるが

人選していくとの答弁がありました。  

 子ども子育て会議の開催状況について質され、学識経験の方が決まり次第、

議会終了後３月中に速やかに開催し、現在、実施、集計しているニーズ調査の

中間集計をまずその委員会に報告し、２６年度以降、継続して検討しながら計

画策定に移っていくとの答弁がありました。  

 子育て支援センター管理費で相談員賃金が計上されているが、仕事内容につ

いて質され、教育現場経験者を常駐で配置し、特に小学校を中心に、ひきこも

りの子どもたちに対するかかわり、また、就学指導委員会にも子育て支援セン

ターとしてかかわりを持って、乳幼児から就学前の子どもたち、小学校、中学

校と幅広く活動していくとの答弁がありました。  

 学童保育所の申し込み状況について質され、２５年度の２月末では全学童保

育所で１５０名、平均利用者数は２５年度の実績見込みで１７７名、２４年度

で１５９名と、２４年度から２５年度では１８名の増となっている。昨年度と

同じ時期の申し込み者数で比較すると、全学童保育所で１５８名となっており、

８名少ないという状況ではあるが、３月末までには申し込み者数がもう少し増

えるとの答弁がありました。  

 衛生費。  

 母子保健事業の乳児健診で、全国的に長期未受診の場合に虐待が発生してい

る事例も出ているが、未受診の状況について質され、２月末現在で乳児健診を

年６回実施し、受診率１００％、１歳６カ月健診は年４回実施し、対象が１０

４人、そのうち９６名が受診し受診率９２．３％、３歳６カ月健診は年３回の

うち２回行っており、対象者９３人のうち受診児童が７６人、受診率８１．７％

で、あと１回ある。１歳６カ月健診の未受診者８名については、保育園に電話

や訪問等を行い、１００％確認しているとの答弁がありました。  

 がん検診について、新年度の方向性について質され、無料クーポン券が施行

されてから５年目でワンクールが終わり、来年度は子宮がん検診が２０歳新規

対象者、乳がん検診が４０歳となっている。なお、コール・リコールも含め、

過去５年間でクーポン未受診者に再度通知を行い、無料で受けていただく体制
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を整えているとの答弁がありました。  

 指定袋制に移行するに当たり、さらなるごみ減量化の費用として一部を充て

るということも廃棄物減量等推進審議会で説明されていたが、費用の充当につ

いて質され、２６年度では、経費を差し引き約７３０万円の収入を見込んでお

り、ごみ減量施策として有価物の集団回収、生ごみ処理機の補助、カラスよけ

ネット、ごみステーションの整備補助等いろいろなごみ施策を講じてきた。そ

の事業に充当していきながら、生ごみ処理機の助成制度についても、一定検討

を行っていくとの答弁がありました。  

 農林水産業費。  

 農林業振興費、し尿処理委託料１３２万９，０００円計上された内容につい

て質され、活性化センターのトイレが下水道に接続されることに伴う浄化槽の

汚泥引き抜きの委託料との答弁がありました。  

 西山間のファーマーズマーケットの現状について質され、閉鎖後検証を行い、

再開する予定をしていたが、現時点では再開する予定は組んでいない。６次産

業施設の計画等もあることから、今後検討していくとの答弁がありました。  

 ２月の大雪の被害状況について質され、ブドウ３件、イチゴ４件、小菊６件

の苗木の被害があり、概算で合計５，０３９万円の被害額であり、国から一定

被災者向けの経済支援は示されているが、具体的な話はまだないとの答弁があ

りました。  

 商工費。  

 平群ブランドの認定状況とＰＲ方法について質され、イチゴの認定を第１弾

として、いま進めているところであり、今後はブドウ、小菊、バラの主要農産

物、また、加工品や自然歴史的な文化財についても認定ができればと考えてい

る。認定方法は、認定委員会の中で順次協議を進めている。ＰＲについては、

ポスター、パンフレット、リーフレットを考えている。  

 また、観光ホームページについては４月１日よりアップしていくとの答弁が

ありました。  

 観光費で賃金が措置されている事業内容について質され、ハイキング道や観

光資源の草刈り等、軽易な維持管理業務を行う臨時職員１名分であるとの答弁

がありました。  

 土木費。  

 道路新設改良費で、平群町橋梁長寿命化修繕計画の点検結果と測量業務につ

いて質され、対象橋梁２８橋の調査において、橋梁の健全度は比較的高く、修

繕も比較的少ない費用で、将来にわたり高い水準を維持することが可能である

との結果であった。今後の修繕計画については、５０年間放置することにより
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総額２７億円の費用がかかってくるが、整備計画により５億６，５００万円と

８０％のコスト縮減ができる。５億６，５００万円を５０年間で割り戻すと、

事業費ベースで約１，０００万円かけながら修繕工事を行っていくことになり、

２６年度では委託料で３橋の測量設計を実施して、計画に基づくハード事業に

のせていくとの答弁がありました。  

 通学路の安全対策について質され、歩道と車道を区分けするような整備が一

番望ましいと考えているが、できることから着手している。川原路線の拡幅に

ついては、２６年度で委託料を計上しており、検証していくとの答弁がありま

した。  

 住宅管理費で、老朽化する住宅についての対応を質され、老朽住宅に居住さ

れている方に特定入居として移転の意向調査を行ったが、移転の希望はなかっ

た。居住者の意向を優先し、今後もこのような取り組みについて粘り強く交渉

等を重ねながら、老朽危険箇所等については修繕等を随時行っていくとの答弁

がありました。  

 教育費。  

 幼保一体化施設建設事業費で、地域住民の合意を得る努力が必要だと思うが、

周辺住民への説明会の開催状況について質され、椿井地区の役員会には２回説

明に行った。地域住民の合意を得る努力が必要であり、今後、建設工事もスタ

ートするので、積極的に地元説明会を行うとの答弁がありました。  

 保護者送迎用の用地購入費が計上されているが、造成に対する許認可の手続

について質され、現状が農地であるため、農地法の関係等もあり、許認可につ

いても着実に手続を進めていくとの答弁がありました。  

 生涯教育学習事業費、青少年の体験学習事業については、子どもたちにいろ

んな体験をさせるとか、交流を深めていくのは大事なことで否定はしないが、

高知県須崎市を都市間交流の計画地として選んだ理由が不明瞭であり、議員も

一般質問でも友好都市について提案してきているが、今回、議会に対して説明

もなく提案をされてきた。また、本人負担４万円で３０名を限定して行う体験

学習が本当に必要なのかという問題もあることから、行き先の選定も含め、一

度白紙に戻して、きちんと内部協議をするべきだという意見が出されました。

町当局より、行き先も含め計画内容について一旦白紙に戻し、内容を精査し、

議会へも改めて報告、協議を行い、執行をさせていただきたいとの答弁があり

ました。  

 観光文化交流館運営費で、学校図書館司書の配置状況について質され、２５

年度では北小学校に１名専任で配置、あすのすの司書で中学校の放課後を含め、

南小学校、西小学校について支援の形をとってきた。２６年度では、新たに平
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群小学校に専任で１名を配置し、中学校の放課後の支援及び南小学校の支援に

ついては、これまでどおり、あすのす平群の司書で行っていく。今後も、町の

財政状況もあるが、読書活動推進計画に基づき予算確保に努力したいとの答弁

がありました。  

 以上が一般会計歳出全般の主な審議内容であります。  

 続いて、歳入の主な審議内容について御報告申し上げます。  

 駅周事業地内で２６年度に１７件の新築家屋が課税されるが、１７件の中に

は事業、業務用の住宅以外のものが含まれているのか質され、１７件のうち１

４件が通常の居宅で、残り３件が店舗、倉庫、事務所との答弁がありました。  

 町営住宅使用料の滞納状況について質され、２６年２月末で、昨年の滞納繰

越額１，４２２万８，５００円に対して６４万６，８００円収納していること

から、１，３５６万６，７００円が現時点での滞納額との答弁がありました。  

 水路使用料と今後の対策について質され、町内の法定外公共物占用に係る水

路使用料で市民生協奈良コープ、大阪ガス、関西電力の６件分で、営利目的の

み占用料を課しており、一般の住居並びに農地に通路をかけた場合は無料とし

ているが、一定基準のもと、現場等調査し、今後、占用料を課すような形も含

めて検討していくとの答弁がありました。  

 幼稚園使用料で、２６年度の予算では園児数が１３０人、２５年度当初予算

で１５７人、２４年度当初予算で１８５人という予算が示されてきたが、幼稚

園児が減ってきている要因について質され、さまざまな要因があると思うが、

少子化がまず一つと、女性の社会進出も含めて保育ニーズが高まっていること

も要因であると考えている。また、幼稚園の教育内容についてはＰＴＡの方か

らも評価をいただいているとの答弁がありました。  

 財産収入で、２５年度はバス方転場用地賃借料が計上されていたが、２６年

度は計上がないことについて質され、２６年度においては、ＮＣバスの方転場

用地として使用していないことにより、現在は町有地として管理しているとの

答弁がありました。  

 商標使用権運用収入７１万７，０００円の内容について質され、里の恵と新

たに販売を予定している清酒の販売本数に対しての商標使用料との答弁があり

ました。  

 諸収入、雑入の農産物等売捌料２２８万円の内容について質され、サツマイ

モ、マコモダケ、その他野菜、学校給食への野菜、収穫体験等の売捌料との答

弁がありました。  

 移転補償費１億７，５００万円の内容について質され、平群幼稚園の移転補

償費で、建物の補償金、その他建物以外の工作物の補償金、立木補償、動産移
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転料、移転雑費など、近畿地区用地対策連絡協議会の補償基準に合わせて２０

年度調査により積算された金額が２億５，５００万円となっている。そのうち、

契約時７０％、全て完了時３０％支払いをするルールに基づき、今回は２億５，

５００万円の７０％の予算計上を行った。ただし、２６年度６月以降に補助金

内示、７月に公共補償基準が改正されるため、経年変化、消費税の移行等によ

り再積算を行い出された金額が契約額となってくることから、２億５，５００

万円に若干の差異が生じてくるとの答弁がありました。  

 以上のような審議内容であります。  

 討論では、子ども医療費の無料化が高校１年まで拡充をしたこと、学校図書

館の司書が２校に増えたこと、手話通訳者の窓口配置など、住民に一定応える

施策が計上されていることは評価をしたい。その一方で、個人住民税が６年間

で２６％近くも減少している。これは、急激な人口減により、現役世代や若者

世代の比率の減少と住民所得の減少によるもので、住民の暮らしが大変厳しい

状況にあることを示している。さらに、新年度からは消費税の増税もあり、住

民の暮らしを守る積極的な施策が求められるところであるが、新年度予算の中

には目立った施策が見当たらない状況である。一方で、固定資産税の超過税率

はもとに戻すという姿勢が見られず、ひとり親家庭、教育資金の援助や学童保

育料もまだ引き上がったままであり、これまでの施策が切り捨てられたままに

なっている。家庭ごみ有料化も引き続き計上されている状況や、青少年体験学

習事業では、一部の子どもたちだけを対象とすることは、教育上、不公平を生

じるのではないか。ましてや、本人負担が４万円もかかるということを、行政

として提案すること自体に大きな問題があると考える。それ以外にも、住民の

暮らしを守る姿勢が少ない希薄な予算の編成の一方で、近隣自治体に比べ高過

ぎる不燃物廃棄物の処理委託料や、基準以上の値段で契約している土地借上料

など、この間、議会で指摘された問題の解決でも積極的な姿勢が見受けられな

いことから、２６年度一般会計の予算については反対するとの討論がありまし

た。  

 行財政改革に取り組み、企業誘致などいろいろな施策を展開し、歳入の増加

を図っていること。高齢者から子どもまでが安心して暮らせる「緑豊かで心豊

かな子どもの歓声がきこるまち」づくりが実行されつつあるということ。安全・

安心の暮らしや子どもの医療の高校１年生までの無料化の拡充をされたこと。

幼保一体化事業、各学校施設の教育環境の充実に努められていること。バイパ

ス１６８号線の活性化の事業の取り組み、健康長寿奈良県１番を目指し、健康

診査、疾病予防事業などの充実、スポーツ活動の健康づくりの事業について確

保された予算に対しては、賛成するとの討論がありました。  
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 採決の結果、挙手多数により原案どおり可決することに決しました。  

 議案第１４号  平成２６年度平群町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算に

ついて  

 本年度は、貸付償還に要する経費を計上しており、予算総額は４，００６万

３，０００円となっております。  

 質疑では、２５年度の実質収支の見込み、完済、返済者の人数について質さ

れ、単年度収支では１，０００万円から１，２００万円の黒字になる見通しで、

２５年度の繰上充用が２，３９４万５，０００円で赤字になっていることから、

実質収支としては約１，３００万円の赤字となる見込みである。今後の見通し

としては、３４年に地方債の償還期限が来る時点では、単年度あるいは実質収

支も黒字になるシミュレーションをしている。完済した人数は、住宅新築資金

の貸し付け件数が４６３件、人数が２０８人、現在、返済件数は３７５件の１

５８人、残りが８８件の５０人であるとの答弁がありました。  

 審査の結果、全員異議なく原案どおり可決することに決しました。  

 議案第１５号  平成２６年度平群町国民健康保険特別会計予算について  

 歳出では、特定健康診査受診率の向上を図るため、特定健康診査受診者並び

に人間ドック結果返却者への商品券の配布、総合検診事業では補助金の増額、

対象年齢の引き下げ実施、がん検診の啓発にあわせ眼底検査の実施等を行い、

病気の早期発見、医療費の抑制を図り、また、医療費となる療養諸費、後期高

齢者支援金、第２号被保険者に係る介護納付金、高額医療費共同事業拠出金等

も計上しており、予算総額は２６億６，０００万円となっている。  

 質疑では、特定健診の受診率と受診率向上に向けた新たな取り組みについて

質され、特定健診実績は、２３年度で集団３０６名、個別１，１８４名、合計

１，４９０名、法定報告上の受診率が３７．５％。２４年度で集団３３８名、

個別１，２０７名、合計１，５４５名、受診率４１．３％。２５年度の１月末

現在で集団３０７名、個別９３７名、合計１，２４４名、受診率３４．５％で

ある。２６年度の新たな取り組みとして、特定保健指導の充実強化ということ

で、運動プログラムを作成し、効果の高い運動を実施できるように取り組んで

いくことと、国保データベースシステムの活用により、医療、保健、介護の一

体的な結果を出し、他市町村と比較分析しながら、よりよい健診の内容や方法

等を実施していくとの答弁がありました。  

 低所得者の保険料軽減措置の内容と軽減実績について質され、低所得者の保

険料に対する保険財政の財政支援の強化ということで、低所得者に対する保険

料軽減の対象世帯を拡大するもので、現在、２割軽減、５割軽減、７割軽減が

あるが、２割軽減と５割軽減の拡大を行っていく。所得金額、軽減対象となる
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所得基準額を引き上げて対象数を広げることになり、現在、２割軽減の場合は、

基準額３３万円に３５万円掛ける被保険者数という計算をしているが、改正後

は、この基準額３３万円は変わらないが、４５万円掛ける被保険者数というこ

とになり、所得基準額が上がることになる。５割軽減の拡大については、現在、

３３万円に２４万５，０００円掛ける被保険者数から世帯主を引くという計算

をしていたので、ひとり世帯は該当しなかったが、今回、３３万円に２４万５，

０００円掛ける被保険者数となることから、単身世帯も軽減対象となる。高額

療養費の自己負担限度額の見直しについては、いままで、上位と一般と低所得

という３段階になっていたが、一般の部分が細分化され、旧ただし書き所得で

６００万円以下が２１０万円以下と２１０万円から６００万円以下の二つに分

けられることになる。上位のほうは、６００万円超えのところが、６００万円

から９０１万円以下と９０１万円を超えた部分の二つに細分化されることにな

る。今後、システムを入れかえて対応していきたいとの答弁がありました。軽

減の実績は、２月末の７割軽減が８１０世帯１，２４０人、５割軽減が１１１

世帯３１１人、２割軽減が３５７世帯７０１人であるとの答弁があわせてあり

ました。  

 討論では、昨年度末の実質的な剰余金が２億５，０００万円あり、３年連続

で国保を引き下げてきた今年度の決算見込みの黒字だと思われる。そういう点

から言えば、新年度予算は国保税引き下げを考慮した内容にすべきだったので

はないかと考えている。しかし、今議会に提出している国保税引き下げの条例

が成立したとしても、会計上は歳入に影響を与えるだけで国保運営に支障がな

いこと、歳出についても積算には問題がないと考えることから、２６年度の国

保会計予算には賛成をするとの討論がありました。  

 審議の結果、全員異議なく原案どおり可決することに決しました。  

 議案第１６号  平成２６年度平群町水道事業会計予算について  

 本年度は、収益的収支のうち水道事業収益では水道使用料、給水工事負担金、

一般会計からの補助金を計上し、収益総額は５億１，６９５万２，０００円。

水道事業費用では、県営水道受水費、各浄水場の動力費、維持管理費、漏水調

査委託料等を計上し、費用総額は５億４，３１０万４，０００円となっている。 

 また、資本的収支のうち資本的収入では工事負担金、企業債を措置し、収入

総額８，５０８万３，０００円、資本的支出では原水浄水設備費、配水給水設

備費などの建設改良費、企業債の償還金を措置し、総額１億６，３５９万７，

０００円となり、不足する額７，８５１万４，０００円は過年度分損益勘定留

保資金等で補塡するものである。  

 質疑では、２６年度予算で給水件数が７，６９０件と２５年度より９０件減
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っていることについて質され、２５年度の予算では大きな住宅団地で新築家屋

が増えるという見積もりをしていたが、現在の給水件数が大体７，６９０件と

いうことで、実際の数字に合わせた形で予算を組んだとの答弁がありました。  

 ４月から消費税が５％から８％に上がるが、住民が負担する総額について質

され、４月から７月までが消費税５％、以降が８％という計算になり、給水収

益だけで見ると、８カ月分で８３８万７，０００円、月に約１００万円で、１

年間で約１，２００万となるとの答弁がありました。  

 県営水道に全面移行するメリットと検討状況について質され、自己水を確保

し、浄化し、給水する施設はかなり老朽化しており、更新していく費用と、県

水は自己水より若干原価が高くなるが、それを差し引いてもメリットが生じる。

危機管理の問題や耐震化も含めてやっていく必要があることを考えると、県水

に移行したほうが将来的には有利かと考える。２６年度において詳細な将来計

画を立てていくとの答弁がありました。  

 固定資産減価償却費が２５年の当初予算より大幅に上がっている要因につい

て質され、２６年度より導入される新会計基準が影響した額になっており、従

来の会計制度では、国からの補助金や開発業者等からの負担金で建設したよう

な施設は減価償却する必要がなかったが、新会計制度ではこれらを含めて減価

償却することになったため、経理上、減価償却費が大幅にアップしたとの答弁

がありました。  

 討論では、県水の引き下げが行われたときに、少なくともその引き下げ分は

住民の水道料金を下げるという立場で対応すべきだと主張してきた。また、基

準を超えた分についても２段階の料金制度等で、年間で約３，０００万円の県

水受水費が下がるという状況になっている。そういう中で、この４月から消費

税が８％に上がることにより、住民にとっては大変大きな負担だと考える。  

 一方で、年金は下がるという状況もあるので、住民生活は大変な状況になっ

ていく。少なくとも県水が下げた分は、当然住民に還元するという意味で、消

費税が上がる分をそのまま水道料金に上乗せするのではなく、県水が引き下が

った分で対応すべきである。消費税が上がる分で年間約１，２００万円の住民

負担が増え、県水受水費では３，０００万円下がってくる。住民の暮らしを守

るためにも、消費税増税分の転嫁は絶対許せないという立場から、この予算に

ついては反対をするとの討論がありました。  

 衛生管理や水の工面も考えており、ライフラインを守る予算の確保について

は真剣に取り組まなければならないことから、この予算については賛成をする

との討論がありました。  

 採決の結果、挙手多数により原案どおり可決することに決しました。  
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 議案第１７号  平成２６年度平群町下水道事業特別会計予算について  

 本年度は、下水道管理費において下水道施設の適切な維持管理を実施すると

ともに、下水道建設費においては、公共下水道事業として集中浄化槽区域であ

る椿台、若葉台、ローズタウン若葉台の供用開始に向けた取り組みを行うとと

もに、吉新地区、国道１６８号線バイパス沿いの管渠整備を実施し、流域下水

道事業として、浄化センター及び幹線管渠の設備費等を流域下水道事業町負担

金として計上しており、予算総額は５億５，７０６万円となっている。  

 質疑では、緑ケ丘地区の管渠整備工事の進捗状況について質され、南都銀行

から北側の部分の２カ所の管の調査をしており、修正が必要な部分の管更生を

する工事で、２６年度から工事を着工し、４年間かけて５カ所の集中浄化槽の

地域を接続していく予定で、現在は誤接続、公共ますに雨水が入っている汚水

ますのふたの改修を行っている。今後は、ほかの３地区についても雨水が汚水

に入っているため、改修を順次進めていくとの答弁がありました。  

 ２５年度の下水道の普及率と、２６年度予算執行することによる普及率の見

込みについて質され、２５年度末の予定で普及率２８．９％、水洗化率８９．

５％。予算執行による２６年度末の予定は普及率４８．２％、水洗化率９３．

７％になるとの答弁がありました。  

 審議の結果、全員異議なく原案どおり可決することに決しました。  

 議案第１８号  平成２６年度平群町農業集落排水事業特別会計予算について  

 本年度は、施設管理費において集落排水施設の適切な維持管理を実施すると

ともに、施設整備費においては公共ます設置工事等と農集下水道事業債管理基

金の積み立てを計上しており、予算総額は３，９８１万円となっている。  

 質疑では、県からの交付金が最終的になくなり町の負担が増えてくるが、農

業集落排水事業特別会計を将来どのように考えているのか質され、県からの交

付金が２９年度になくなり、町からの繰入金が増えてくる。公共下水に接続す

るという選択肢もあるが、下水道事業特別会計も企業会計化することを予定し

ており、国庫補助金の問題や公債費の償還等が負担になるため、下水道会計へ

の編入は難しいが検討していきたいとの答弁がありました。  

 接続状況と人件費を除くランニングコストについて質され、対象家屋９０件

で接続４７件となっている。管理費の予算が１，４６３万円で、人件費を差し

引くと６９４万１，０００円が維持管理に要する費用となり、それ以外に公債

費負担分があるとの答弁がありました。  

 審査の結果、全員異議なく原案どおり可決することに決しました。  

 議案第１９号  平成２６年度平群町学校給食費特別会計予算について  

 おいしい給食を提供するため、地元産の新鮮な野菜を取り入れ、安全で栄養
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のある食材を使用した給食づくりを進めるため、学校給食実施に係る費用を計

上しており、予算総額は７，１７２万２，０００円となっている。  

 質疑では、２６年度の地元野菜使用率の見込みについて質され、使用量は約

３，０００キログラム、使用品目は、２５年度では２７品目あったが、天候の

問題や季節的なことがあるため、２６年度は２５品目を見込んでいる。使用率

は約２３％にはもっていきたいとの答弁がありました。  

 審査の結果、全員異議なく原案どおり可決することに決しました。  

 議案第２０号  平成２６年度平群町介護保険特別会計予算について  

 本年度は、第５期計画に基づき、保険事業勘定では総務費、保険給付費、地

域支援事業費等を計上しており、予算総額は１５億１，０９５万９，０００円

となっている。  

 サービス事業勘定では、総務費で人件費等、事業費で居宅介護予防サービス

計画費に係る事務費等を計上しており、予算総額は１，３４８万２，０００円

となっている。  

 質疑では、認定調査内容と調査員の研修状況について質され、新規の認定調

査は町職員２人で回っており、要介護、要支援とも認定調査員が状態を確認し

ており、確認方法は本人の申し出、家族への聞き取りを行っている。ケアマネ

ージャーの資格を持って全国共通、特に奈良県も統一して講習会もされており、

指導に基づいた調査をしている。認定審査については、主治医意見書もあり、

総合的に判断されている。調査員の研修は年１回、県で講習がされているとの

答弁がありました。  

 地域支援事業で、事業・業務委託料の食の自立支援（配食サービス）と緊急

通報装置の２６年度の積算根拠と決算見込みについて質され、２６年度の積算

根拠は、配食サービスが７００食掛ける単価４５０円掛ける１２カ月で３７８

万円、緊急装置が１，６２０円掛ける１５０台掛ける１２カ月で２９１万６，

０００円となっている。２５年度は、配食サービスが予算３７８万円、決算見

込み３３６万８，０００円、１月末現在６，３２２食となっている。緊急通報

装置は予算２１７万４，０００円、決算見込みが２４１万１，０００円となっ

ているとの答弁がありました。  

 配食サービスの配食数減少の理由と今後の見込みついて質され、配食をめぐ

る環境が大きく変わってきており、他の配食専門業者等の参入により、利用者

には選択の幅が広くなったことで配食数が減ってきたと考えている。今後の見

通しとしては、配食数が減るかもしれないが、町の配食サービスを利用したい

というニーズもあり、見守りという事業でもあり、いままでどおり配食事業を

続けていくとの答弁がありました。  
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 配食サービス事業の現状について質され、調理場所が当初はプリズムへぐり

内だったが、委託事業者の経営効率の問題で、募集をしても応募者がないとい

う状況や、プリズムの中にある厨房機器が１０年を過ぎて非常に老朽化し、修

繕あるいは買いかえの時期が来ていることで、現在は事業者独自の厨房で調理

して配食するように改めた。業者の選定に当たっては、平群町で給食事業を希

望されている指名業者から公平に選定をしている。平群町内の食材を利用する

条件については、できるだけ平群町内の食材を利用する契約になっているとの

答弁がありました。  

 居宅介護予防サービス等事業費で、介護サービス計画作成を外部委託する内

容について質され、要支援１、２は基本的には地域包括支援センターで計画を

立てるが、家族で要支援、要介護を持っておられる方は外部でケアプランを立

てていただいている。また、要介護から要支援に変わった場合についても、ケ

アマネージャーがついているので引き続いて委託となる。内訳として、継続が

３，８００円掛ける６０件掛ける１２カ月で２７３万６，０００円、新規が６，

６１０円掛ける６件掛ける１２カ月で４７万５，９２０円との答弁がありまし

た。  

 討論では、百条委員会まで設置して行われた配食サービスの委託内容が全く

議会に報告されない中、当初の目的が、効率性を優先され大きく変わっている

ということが審議の中で明らかになった。町内業者からの食材購入について是

正するのかという質問に対しても行わないとの答弁で、当初スタートしたとき

の高齢者の方に温かい食事を届ける、見守りを行う、町内業者の活性化の一端

を担っていく目的から大きく後退している状況については、当然改善を求めた

いことから、この予算については反対するとの討論がありました。  

 介護保険制度については、いろいろな過程を経て現在に至っており、この制

度が毎年改善されるということで、助け合いという制度がなくなっては大変な

ことであり、今後も介護保険制度を続けていくためには前へ進んで行かなけれ

ばと判断し、本予算については賛成するとの討論がありました。  

 採決の結果、挙手多数により原案どおり可決することに決しました。  

 議案第２１号  平成２６年度平群町奨学資金貸付事業特別会計予算について  

 就学の奨励と教育の機会均等を図り、有能な人材を育成するため引き続き実

施するものであり、予算総額は７５万円となっている。  

 質疑、討論はなく、全員異議なく原案どおり可決することに決しました。  

 議案第２２号  平成２６年度平群町後期高齢者医療特別会計予算について  

 本年度は、後期高齢者医療制度における後期高齢者医療広域連合負担金に係

る事務費負担金、保険料等負担金、保険基盤安定負担金及び事務費を計上して
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おり、予算総額は２億９，６２０万円となっている。  

 質疑では、２６年度に見直される保険料について質され、奈良県広域連合で

出している予算上の１人当たりの保険料は、２６年度は７万１，５４５円、２

５年度は７万７６６円との答弁がありました。  

 低所得者の保険料の軽減措置拡充の内容について質され、５割軽減は１人で

も対象になり、２割軽減は基準額が変更になるとの答弁がありました。  

 審査の結果、全員異議なく原案どおり可決することに決しました。  

 以上が当委員会に付託を受けました審議の審査結果であります。よって、予

算審査特別委員会委員長報告といたします。  

平成２６年３月１８日  

予算審査特別委員会  

委員長  山  田  仁  樹  

○議  長  

 ありがとうございました。  

 それでは、これより順次質疑、討論、採決を行います。  

 まず、議案第１３号  平成２６年度平群町一般会計予算についての委員長報

告に対する質疑に入ります。窪君。  

○８  番  

 委員長に直接ということではないんですが、町当局のほうに１点御確認をさ

せていただきたいと思います。  

 予算総括でも一部質問されていたかと記憶をしているんですが、本年４月か

らですね、幼児教育の無償化に向けた第一歩といたしまして、幼稚園に子ども

を通わされておられる保護者の皆さんの負担軽減のために支給されます幼稚園

就園奨励費補助制度が拡充をされます。この新年度には、まだ国のほうがです

ね、詳細が担当課にまだきっちりと来てないということも現実ではわかってい

るんですけれども、平成２６年度に大変大きな影響になりますので、この拡充

をされますが、本町の子育てにとっても大変大事な拡充ですので、いまわかる

範囲で結構でございますので、具体的な拡充内容についての説明をお願いした

いと思います。それから、保護者への周知も含めて御説明をお願いいたします。 

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 幼児教育に係ります保護者負担の軽減措置の話で、予算審議の中でも若干説

明させていただきましたけども、詳しくはまだ国、県のほうからきちっとした

形でもらってませんけども、こちらのほうで把握している内容で言いますと、
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低所得世帯と多子世帯、多くのお子さんの世帯の保護者負担の軽減を行うとい

うことで、低所得世帯の保護者負担の軽減ということでは、生活保護世帯の保

護者負担を無償とするというふうな内容です。それから、多子世帯の保護者負

担軽減の拡充っていう項目もあります。これにつきましては、第２子の保護者

負担を半額にした上で所得制限を撤廃し、第３子以降についても所得制限を撤

廃するというふうなことで、額についても変更があるというふうな内容の情報

をもらっております。これにつきましては、十分、教育委員会としても内容を

精査して、一定、住民の皆さんに周知してまいりたいというふうに思ってます。

説明もさせてもらいましたけども、幼稚園の保育料という考えやなしに、就園

奨励費の補助というふうな形での対応で、子ども子育てを目標に掲げている本

町としましては、国のこういう方針を受けて、できるだけ対応できるように、

慎重に責任を持った提案ができるように対応していきたいというふうに思って

ます。  

○議  長  

 窪君。  

○８  番  

 ありがとうございます。きっちりしたものは来ていないんですけれども、情

報収集していただいて、ありがとうございます。これ、公立と私立と両方にな

っておりますので、その両方にこの国の無償化の拡充ですね、反映をされると

思いますが、その点につきましても御説明願いたいと思います。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 反映するっていうことを、いま、ちょっと断言的には申し上げられませんけ

ども、基本的には、先ほど申し上げましたように、町としましても、この子ど

も子育て支援につきましては重点施策としてます。ましてや国のほうからこう

いう方針が出されたわけですから、この国の方針を尊重した形で対応していく

っていうふうな形にしていくっていうふうには思っております。  

○議  長  

 窪君。  

○８  番  

 ありがとうございます。幼児教育無償化への第一歩でありますので、またこ

の就園奨励費、自治体によって違うとお聞きをしておりますので、きっちりと

平群の子育ての世帯に負担軽減を図れるように取り組んでいただくことを要望

しておきたいと思います。  
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○議  長  

 ほか、ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら委員長報告に対する質疑を終結します。  

 これより討論に入ります。植田君。  

○５  番  

 平成２６年度一般会計予算案については反対をいたします。  

 予算委員会の中でも述べましたが、今回の予算案には、遅ればせながらです

が、子どもの医療費の無料化の高校１年までの拡充、あるいは、非常勤ではあ

りますが小学校の図書館司書配置が２校へ拡大したこと、また手話通訳者の窓

口配置など、一定、住民の願いに応えた施策が計上されていることについては

評価をしたいと思います。  

 ただ、しかし一方で、個人住民税がこの６年間で２６％も減少している状況、

これは急激な人口減、特に現役世代、あるいは若者世代の比率の減少、それと

住民所得の減少によるもので、住民の暮らしが大変厳しい状況にあることも一

方では示していると思います。さらに、新年度からは消費税の増税が行われよ

うとしています。  

 このような状況のもとで、住民の皆さんの暮らしを守る積極的な施策という

のが求められるわけですが、新年度予算については、子どもの医療費の無料化

の拡充以外、そのような施策が見当たらない。それどころか、固定資産税の超

過税率、導入時は当面としながら、７年たったいまも引き続きもとに戻すとい

う姿勢が全く見られていない状況。また、ひとり親家庭への教育資金援助の廃

止や学童保育料の大幅な負担増など、住民の暮らしを守る福祉施策は切り捨て

られたままになっているという状況です。そのほか、分別収集の体制改善やご

みボックスへの補助などが行われる中で、ごみの減量が進みつつあったにもか

かわらず、その検証もなしに昨年１０月から実施を強行した家庭ごみの有料化

も計上されています。さらに、今回、委員会の中で明らかになりました一部の

子どもたちだけが対象となる青少年体験学習についても、再度、事業の実施場

所、費用等を検討し議会に示していきたいとのことでしたが、幼保の問題では、

平群町の子どもたちに同じ教育、同じ保育と言いながら、保護者負担の費用も

大変大きく、一部の子どもたちしか参加できないような事業を、行政として提

案してきたこと自体に問題があると考えます。  
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 このように住民の暮らしを守る姿勢が希薄な予算編成の一方で、近隣自治体

に比べて高過ぎる不燃物処理委託料、あるいは、基準以上の値段で契約をして

いる土地借上料など、この間、議会で指摘された問題の解決についても積極的

な姿勢が見受けられません。以上の点から、新年度の一般会計予算については

反対をいたしたいと思います。  

○議  長  

 戎井君。  

○２  番  

 本２６年度のこの予算、一般会計については、賛成はいたしますが、一言意

見を言わしてもらって賛成をしたいと思います。  

 大変個人的な理由で、本議会前２カ月ほどいろんな委員会を欠席しました。

あるいは、全員協議会があったのかなかったのかもよくわかりませんが、当然、

事前に委員会等で御説明があったものと思われるような内容が、ほとんど議会

に示されることなく予算としていきなり出てきたというようなものが見られま

す。それ以外に、いま反対意見でもありましたけど、例えば、固定資産税の超

過税率につきましても、ことしも継続して超過税率を頂戴するということにつ

いて、議会や住民の皆さん方にちゃんとした説明があったのかということも含

め、先ほどありましたように、生涯学習の一環で子どもたちに体験学習をさせ

るというのが、実は都市間交流みたいな話にすりかわって、一体誰がそれを決

めたんかと、議会に説明があったんかと言ったら、なかったという、改めて予

算執行までに全員協議会等で行き先も含めて説明をするので事業は実施したい

という答弁だったようですが、あれやこれや考えますと、どうも昨今、理事者

側の皆さん方は、委員会や全員協議会等を開いて事前に議会に説明をしたり、

議会の意見を聞くということを、大変言葉はきついかもしれませんが、怠って

おられるように思えてなりません。もっともっと議会に情報を提供して、議員

の意見や考え方を取り入れた予算を組んでほしいというふうに思います。一例

を申し上げれば、西小学校の跡地の利活用について業者の方に委託をされるよ

うですが、７００万円という金額を計上されておられますが、これについても、

片や、住民の皆さんや、あるいは地域の方々の御意見を聞くという説明会なり

を持っておられるけれども、議会に対して、西小学校の跡地について議員の意

見を聞こうというような機会を持たれたかどうか。僕、文教厚生委員会もずっ

と欠席しましたんで聞いておりませんけれども、どうやら、予算の審議の内容

を聞いていると、そういった議会に丁寧に説明するという姿勢が、何かにつけ

て不足しているような気がしてしょうがない。こういう予算の組み方をされる

ことについて、強く抗議をしたいと僕は思います。  
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 内容的には、そんなに、いま申し上げた２点、西小学校の跡地利用について

の委託料７００万円と、生涯学習費か何かで子どもたちを須崎市へ連れていく

ということに始まった都市間交流のあり方についての議会への説明、これをで

きるだけ早い時期に丁寧に説明していただくということを多分約束しておられ

ると思いますんで、そういうことをやっていただくということを条件に賛成を

したいと思います。  

 以上です。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら本案に対する討論を終結します。  

 これより議案第１３号について採決を行います。  

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案については委員長の報告のとお

り決定することに賛成の方は挙手願います。  

 

賛成者挙手  

 

○議  長  

 挙手多数です。よって、議案第１３号  平成２６年度平群町一般会計予算に

ついては委員長の報告のとおり可決されました。  

 続きまして、議案第１４号  平成２６年度平群町住宅新築資金等貸付事業特

別会計予算についての委員長報告に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら委員長報告に対する質疑を終結します。  

 これより討論に入ります。ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  
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 ないようでしたら本案に対する討論を終結します。  

 これより議案第１４号について採決を行います。  

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定す

ることにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、議案第１４号  平成２６年度平群町住宅新築

資金等貸付事業特別会計予算については委員長の報告のとおり可決されまし

た。  

 議案第１５号  平成２６年度平群町国民健康保険特別会計予算についての委

員長報告に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら委員長報告に対する質疑を終結します。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら本案に対する討論を終結します。  

 これより議案第１５号について採決を行います。  

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定す

ることにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、議案第１５号  平成２６年度平群町国民健康

保険特別会計予算については委員長の報告のとおり可決されました。  

 続きまして、議案第１６号  平成２６年度平群町水道事業会計予算について

の委員長報告に対する質疑に入ります。  
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「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら委員長報告に対する質疑を終結します。  

 これより討論に入ります。植田君。  

○５  番  

 ２６年度水道会計の予算については反対をいたします。  

 委員会のときにも申しましたが、この間、県営水道の受水費が、２２年度か

らは３年間５円の引き下げ、２５年度からは１０円の引き下げ、立方当たり。

基準水量を超えた分についても、立方当たり９０円というふうな形で、２段階

の料金制度が行われています。２１年度から考えれば、年間で約３，０００万

円の引き下げとなっている状況です。  

 そういう中で、年金や所得が下がるなど、住民生活が大変になってきている

ことを受けて、これまでも水道料金を引き下げるべきだと主張してきましたが、

一向にそういう対応をとられなかった。新年度予算でも引き下げどころか、４

月からの消費税増税分をそのまま水道料金に上乗せをするという状況です。こ

の水道料金の増税分、約１，２００万円ですので、３，０００万円この間引き

下げが年間あるわけですから、当然その分は、住民生活を考えるとき、８％へ

の３％上乗せ分はしないで、引き下げた分をこのところに充てて、住民生活を

守るという立場で行政としてやるべきではないかと、こういうことであります。

住民の暮らしを守るためにも、消費税増税の転嫁は絶対に許せないという立場

から、本予算については反対をいたします。  

 以上です。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。奥田君。  

○３  番  

 水道、電気と同じように、１日たりともなくてはならないライフラインであ

るということから、衛生管理業においてもなくてはならないということで、こ

の予算には賛成をいたします。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。  

 

「なし」の声あり  
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○議  長  

 ないようでしたら本案に対する討論を終結します。  

 これより議案第１６号について採決を行います。  

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案については委員長の報告のとお

り決定することに賛成の方は挙手願います。  

 

賛成者挙手  

 

○議  長  

 挙手多数です。よって、議案第１６号  平成２６年度平群町水道事業会計予

算については委員長の報告のとおり可決されました。  

 続きまして、議案第１７号  平成２６年度平群町下水道事業特別会計予算に

ついての委員長報告に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら委員長報告に対する質疑を終結します。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら本案に対する討論を終結します。  

 これより議案第１７号について採決を行います。  

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告どおり決定する

ことにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、議案第１７号  平成２６年度平群町下水道事

業特別会計予算については委員長の報告のとおり可決されました。  

 議案第１８号  平成２６年度平群町農業集落排水事業特別会計予算について

の委員長報告に対する質疑に入ります。  



 

－３７３－ 

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら委員長報告に対する質疑を終結します。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら本案に対する討論を終結します。  

 これより議案第１８号について採決を行います。  

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告どおり決定する

ことにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、議案第１８号  平成２６年度平群町農業集落

排水事業特別会計予算については委員長の報告のとおり可決されました。  

 続きまして、議案第１９号  平成２６年度平群町学校給食費特別会計予算に

ついての委員長報告に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら委員長報告に対する質疑を終結します。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら本案に対する討論を終結します。  

 これより議案第１９号について採決を行います。  

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告どおり決するこ
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とにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、議案第１９号  平成２６年度平群町学校給食

費特別会計予算については委員長の報告のとおり可決されました。  

 議案第２０号  平成２６年度平群町介護保険特別会計予算についての委員長

報告に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら委員長報告に対する質疑を終結します。  

 これより討論に入ります。植田君。  

○５  番  

 平成２６年度介護保険特別会計については反対をいたします。  

 これも委員会のときに述べましたが、配食サービスの問題で、サービスがス

タートした当時、当初、プリズムへぐりでの調理室を使い、プリズムでのデイ

サービスの昼食も兼ねて、できたてで温かい食事の提供、また、町内業者から

食材を納入することで町内業者の活性化にも貢献できると考えたことから、委

託に当たってはこの条件をクリアできることが条件でした。配食サービスにつ

いては、平成１６年に百条委員会が開かれたことなどを考えれば、１０日の予

算委員会の中でも明らかになったように、全く議会に、調理場所の変更やデイ

サービスの昼食を町外の給食業者に委託するなど、この事業発足当時の目的を

大きく変更しているにもかかわらず、変更前も変更後も一切議会に対して説明

がなされなかったことについては、行政の不誠実さを禁じ得ないところです。

当然、岩﨑町長も議員としてこの問題の結論は承知していると思います。  

 そのような経過がある配食サービスの体制の大幅な変更を行おうとすれば、

議会に経緯の説明を行うのが筋であり、このことを全く行わず、ましてや食材

納入に関して、一度は是正に応じたにもかかわらず、今議会、再度是正を求め

たことに関しては配慮しないと明言したことなど、大幅な当初の目的を後退さ

せることについては認められないという立場から、この予算については反対を

いたします。  

 以上です。  
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○議  長  

 ほか、ございませんか。奥田君。  

○３  番  

 この件については賛成いたします。  

 ということは、一家に１人でも寝たきり、介護者が出た場合、家族全体が不

幸になってしまいます。こういうことをないように、お互いに助け合う制度で

ございますので、今後もひとつよく吟味して、もっと有意義な介護保険制度を

設立していただきたいと思います。というわけで、賛成をいたします。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら本案に対する討論を終結します。  

 これより議案第２０号について採決を行います。  

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案については委員長の報告のとお

り決定することに賛成の方は挙手願います。  

 

賛成者挙手  

 

○議  長  

 挙手多数です。よって、議案第２０号  平成２６年度平群町介護保険特別会

計予算については委員長の報告のとおり可決されました。  

 議案第２１号  平成２６年度平群町奨学資金貸付事業特別会計予算について

の委員長報告に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら委員長報告に対する質疑を終結します。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  
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○議  長  

 ないようでしたら本案に対する討論を終結します。  

 これより議案第２１号について採決を行います。  

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定す

ることにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、議案第２１号  平成２６年度平群町奨学資金

貸付事業特別会計予算については委員長の報告のとおり可決されました。  

 続きまして、議案第２２号  平成２６年度平群町後期高齢者医療特別会計予

算についての委員長報告に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら委員長報告に対する質疑を終結します。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら本案に対する討論を終結します。  

 これより議案第２２号について採決を行います。  

 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定す

ることにいたしたいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、議案第２２号  平成２６年度平群町後期高齢

者医療特別会計予算については委員長の報告のとおり可決されました。  

 ４時２５分まで休憩をいたします。  

（ブー）  
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休    憩  （午後  ４時０８分）  

 

再    開  （午後  ４時２５分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き、再開をいたします。  

（ブー）  

○議  長  

 ここで時間延長、午後６時までといたします。  

 日程第１２  議案第２３号  平群町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給

に関する条例の一部を改正する条例について  

を議題といたします。  

 議案の朗読を省略し、提案者の提案理由の説明を求めます。総務防災課参事。 

○総務防災課参事  

 議案第２３号  提案理由説明  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。窪君。  

○８  番  

 この議案ですが、昨年の国の臨時国会で、消防団を中核とした地域防災力の

充実強化に関する法律が成立をいたしまして、それをもとにこの消防団員の皆

さんの退職報償金、一律５万円を引き上げるというものだと認識をしておりま

すが、それにあわせまして、消防団の処遇改善と整備の拡充が図られるという

ことなんですが、今回、その一律５万円の退職報償金の引き上げられだけをこ

の一部条例改正で上げられましたが、それに従いですね、本町でも提出された

ことは理解できるんですが、そのほかの消防団員の皆さんの年額の報酬や出動

手当の額の改善について取り組むべきではないかと思うんですが、どのように

お考えでしょうか。平群町の一般団員の皆さんの年額報酬は４万６，０００円

と認識をしておりますが、退職報償金だけではなくってですね、年額報酬、ま

た出動手当の改善についてどのようにお考えでしょうか。  

○議  長  

 総務防災課参事。  

○総務防災課参事  

 消防団員の報酬、手当につきましてはですね、現在、近隣の生駒郡等々の状

況は把握はしております。その中ですね、例えば平群町でしたら、団員でした

ら４万６，０００円ということになっておりますが、斑鳩町ではですね、報酬
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は７万３，３００円と高いわけですが、その中に火災等の出動手当は含まれて

おりまして、要は、出動しても手当はもらえない等々、そういうふうな仕組み

になってございます。ですんで、今後ですね、報酬や手当のあり方なども含め

まして、県内の状況も確認をいたしまして、検討してまいりたいというふうに

考えております。  

○議  長  

 窪君。  

○８  番  

 この郡の中で平群町が４万６，０００円と一番低いという現状です。県下を

見ましたら、県の平均よりも少しは高いかと思うんですけれども、ただですね、

やはり退職報償金は１回だけですが、年額報酬は、本当に地域の防災力を高め

る意味でも、処遇改善をしなければいけないと思います。いま、参事のほうか

ら、斑鳩町は火災の手当はないとおっしゃいましたが、平群町も火災の１回の

手当、２，０００円ですけれども、国のほうでは、２３年４月１日現在、火災

出動の条例平均額が１回２，５６２円と聞いております。なかなか比較は難し

いですけれども、やはりこの町の消防団員の皆さんですね、消防署とともに、

火災や災害の発生時にはいち早く自宅や、また職場から現場に駆けつけていた

だいて、対応していただいておりますので、やはり地域防災のかなめでありま

すので、そのような観点から、今後ですね、しっかりと地域防災力の強化のた

めにも、年額報酬や出動の引き上げのさらなる処遇改善を見直するべきことを

要望しておきたいと思います。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら本案に対する質疑を終結します。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら本案に対する討論を終結します。  

 これより議案第２３号について採決を行います。  
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 本案は原案のとおり可決いたしたいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、議案第２３号  平群町非常勤消防団員に係る

退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例については原案のとおり

可決されました。  

 日程第１３  議案第２４号  平群町幼保一体化施設建設工事の請負契約の締

結について  

を議題といたします。  

 議案の朗読を省略し、提案者の提案理由の説明を求めます。教育委員会総務

課長。  

○教育委員会総務課長  

 議案第２４号  提案理由説明  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。森田君。  

○４  番  

 これの一般競争入札、何社応札されてですね、落札比率が何％なんか、お尋

ねします。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 入札につきましては３社です。落札率につきましては９２．６１２％です。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。繁田君。  

○１１番  

 この幼保一体化の施設の建設につきましては、昨年からずっと、文教厚生委

員会のほうの協議会でもいろいろ議論がなされたところであります。いま、私

の手元にですね、エレベーターの規格についてということで、二つの資料があ

りまして、１７人乗り、１１人乗り、１３人乗りという資料があるんですけれ

ども、最終的にエレベーターはどのような規格になるんでしょうか。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  
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 現在、エレベーターにつきましては、本日お示しの設計の部分につきまして

は１７人乗りで設計しています。ただ、前回の文教厚生委員会の中でも申し上

げましたように、今後、１３人乗りの規格にのったエレベーターに変更するっ

ていうふうな予定をしております。  

○議  長  

 繁田君。  

○１１番  

 １７人乗りのエレベーターの設計っていうことは、当初、最初の予定では、

１１人乗りのエレベーターをつけるということで計画案が示されました。その

後ですね、スロープをつけるかつけないかという議論をしていく中で、町長の

ほうから、１７人乗りのエレベーターにするというふうに突然変更になったわ

けです。ですから、スロープをつけなくても、ベビーカーの方、高齢者の方、

障がい者の方も十分１階から２階への移動がスムーズにいくという説明であっ

たと思います。その１７人乗りのエレベーターにするということが示されて、

１２月の定例会の中で補正予算が提示をされ、造成費と建設費が１１億何がし

かでしたか、補正予算の中で出てきたわけです。いろいろ議論の末ですね、来

年４月１日の開園を、これは遅らせるわけにはいかないということで、私も納

得はしませんでしたけれども、開園を遅らせることはできないというところで、

補正予算を承認をいたしました。補正予算が通った後ですね、幾らでも時間は

あったはずだと思うんですけれども、１３人乗りのエレベーターに変更をされ

ると、もうこれ、変更は決定ですね。変更の理由については、現場の先生方か

らも、１１人乗りでも大きな支障はないという意見があったと。また、建設費

が予想をはるかに上回ったことから１７人乗りは過大だと判断をして、１３人

乗りに変更決定をしたと、最終的に判断をしたということでありますが、議会

に対してきちっとした説明を、それならばすべきなんです。委員会の協議会で

若干、どういう話をされたか知りません。私はその当日行ってませんから。た

だ、あれだけ議論したことを覆すのであれば、それこそ全員協議会なり何なり

をきちんと開いて、どういう意見があって、どのような理由で変更したかとい

うことを、全員の前できちんと説明すべきだと思うんですよ。先ほど、戎井議

員からの討論の中にもありましたように、余りにも議会に対する説明がなさ過

ぎる。そのことについての反省の弁はありませんか。  

○議  長  

 教育委員会総務課長。  

○教育委員会総務課長  

 いま議員がおっしゃったようなことが、経過としてありました。この件につ
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きましては、文教厚生委員会を複数回開催しながら、いろいろ御意見を賜って

まいったところです。文教厚生委員会の中でそういう議論を重ねてきて、先の

この文教厚生委員会の中で、変更理由は、いま議員が述べられたようなことで

ございます。現場の声、また保護者の声も聞きながら、それから予算のことも

含めて、判断として１３人乗りに改めて変更させていただいたということでご

ざいます。  

 町としましては、議会軽視っていうつもりは毛頭ございませんで、文教厚生

委員会、所轄の委員会の中でそれなりに説明させていただいたというふうには

思ってるんですけども、議員お述べのように、全体の全員協議会っていう場と

か、全体への説明がないということにつきましてはそのとおりではないかなと

いうふうには思いますけども、町としましては、先ほども申し上げましたよう

に、決して議会軽視じゃなしに、議会の所轄の委員会の中で説明させていただ

くことが筋かなっていうふうに思っております。  

 以上です。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 経緯は大体議員がお述べのとおりでございます。１７人乗りであれば、いま

保育園にある４人乗りの乳母車が２台乗るということで、１７人乗りにしよう

ということで、一旦設計はそれで進めていきました。その後ですね、非常に予

算が、当初予測よりはるかに上回ったということもございます。それで、これ

はちょっと無駄ではないかという部分も考えられますし、当初はですね、もう

１１人乗りに戻そうか、いやいや、やっぱり２台必要かということで、随分私

も悩みましたし、その中で現場の意見も聞きながら、やっぱり１１人乗りで仕

方ないなというふうに思っておりました。しかし、やっぱり乳母車２台を乗せ

ることが捨て切れず、もう１回ちょっと実験してみたらどうかということで、

乳母車は７５センチ幅の長さ１メートル、それで当初は計算して、１７人乗り

しか入らないというふうに思っておったんですが、乳母車は立方体じゃないと、

一番出っ張ったとこが７５センチで、一番出っ張ったとこが１メートルやとい

うことで、実験をしようということで、１５人乗りとか１３人乗りを実験しな

さいということで職員に指示しまして、たまたまプリズムが１３人乗りで、実

験いたしましたところ、うまく、特に問題なく２台乗るということが判明いた

しました。それであれば、１３人乗りであればほとんど１１人乗りとも金額的

にも変わらずおさまると、１７人乗りより、７００万か８００万だったと思い

ますが、安くあがるということで、最終的に文教厚生委員会で御説明させてい



 

－３８２－ 

ただきまして、こういうふうにさせていただきたいということでお願いしたと

ころでございます。それで、当時、ここで言うことが適切かどうかわかりませ

んけども、繁田議員さんはお見えでなかったので、別途資料としてお届けさせ

ていただいたという経緯がございます。その点につきましては御理解いただき

ますようにお願いしたいというふうに思っております。  

○議  長  

 別途資料は届けてませんか。  

○町  長  

 いや、違います。  

○議  長  

 はい、町長。  

○町  長  

 別途というか、当時の資料として、議会のほうからケースに入れさせていた

だいたということがございます。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら本案に対する質疑を終結します。  

 これより討論に入ります。はい、繁田君。  

○１１番  

 本案については認めがたいということで、反対をしたいと思います。  

 いま、ここで工事請負契約の締結を認めなければ、早急に工事にかかれない、

着工できないので、来年４月１日の開園が当然のことながら危ぶまれます。そ

れは重々承知をしておりますが、ただいまの町長並びに教育委員会総務課長の

御答弁では、全く議会に対する反省の色がないんですね。実験したとかどうの

こうのという、そういう言葉は私は一切聞きたくありません。一旦こうすると

決めて、補正予算まで議会に上げて議決を経たものを、そうそう簡単に変えら

れるものではありません。やむを得ず変えるのであれば、所管の委員会の協議

会ではなく、きちっとやはり議会全体に対する説明を行うべきです。それが欠

けていたっていうことは、町当局にとっては軽微な変更だから、そこまで丁寧

にしなくていいというふうにお考えかもしれませんが、私たちにとっては、や

はりこれは心外なやり方だと思います。特に、このエレベーターの問題につい



 

－３８３－ 

ては、スロープかエレベーターかということで、ずうっと議論をしてきた問題

であります。いかにあなたたちが軽微な変更だと考えても、やはり議会に対し

ては誠心誠意、真摯な説明をすべきであったというふうに思います。事態の重

大さはわかっておりますが、今回に限って言えば、一罰百戒の思いを込めて反

対いたします。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。山田君。  

○９  番  

 議案第２４号については、賛成の立場で討論したいと思います。  

 いままでいろんな議論がございました。駅周の事業にも鑑むいろんなことで

の、議員からもいろんな意見が出ました。その中で、当初から時間がないと言

われながら、やっとここまで来たと。この施設については、私もいままで、こ

れまでもいろんな意見を述べさせていただきましたが、すてきな、立派なこれ

からの施設をつくっていく、ソフト面でもつくっていくというのが、それを利

用される方々によってすばらしい施設になっていってほしいと思うんですが、

そのためにはその建物が必要。時間がないということで、いろんな手続の中で

順を追って、入札に対しては順を追って正当にされたということで、業者がど

こであるとか、その内容がどうであるとかということにかかわらず、この請負

契約の締結については、今後のこれからのまちの幼保園ということのすばらし

い施設をつくっていくためにも、賛成をしたいと思います。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。山口君。  

○６  番  

 幼保一体建設については、私ども日本共産党は余り賛成の立場では、基本的

にはありません。それは、この間、この問題が出てから一貫して言っているこ

とですが、ただ、以前も言いましたけれども、幼稚園の移転しなければならな

い問題、駅周との絡みですけれども、そういう問題、それから、幼稚園を全く

なくすわけには当然いきませんし、南保育所の老朽化もあってですね、私ども

は南保育所で建てかえるべきだというふうに思いますけれども、もうそれもで

すね、いまの予定地に土地を買うという議案が昨年可決されました。その中で、

もうここまで来た以上ですね、やっぱりきちっとしたものをつくっていくべき

だというふうに思います。幼保一体化全てが悪いとは思いませんが、いま山田

議員からもありましたように、中身の問題できちっとしていくっていうことが

大事であって、私はエレベーターの大きさ云々、財政の問題もありますけれど

も、それに関しては大した思いは持っていません。それよりも子どもたちがや
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っぱり健全に成長できる、そういう施設にしていくべきだというふうに思いま

すので、この問題については余り前向きではありませんが、賛成せざるを得な

いというふうに考えています。  

 以上です。  

○議  長  

 ほか。馬本君。  

○１２番  

 反対討論ないから、私、賛成討論の立場で。  

 この幼保一体化についてね、ここで設計、書いていただいた会社が参考人と

して議会へ来ていただいて、いろんなことをここで、本会議場ででしたな、こ

こをおかりして、委員会室じゃなしに議論されたわけでございます。いかにこ

の問題については、いろんな建物の形並びに土地の大きさ、また、そこになぜ

つくるんやと、いろんなことについて、保護者並びに先生方の意見、たくさん

のアンケートをとっていただき、それと、いま繁田君がおっしゃったように、

スロープか、もしくはエレベーターかというようないろんな議論もされ、文教

厚生委員会の私、一員でございましたけども、何回となしにいろんなことにつ

いて議論をさせていただきました。いま山口君が言ったように、平群の幼稚園

は、駅前開発の関係で、今年度予算も補償費の７０％の、要するに１億７，５

００万が歳入として予算計上されてるわけでございます。駅前開発、これはき

ょう怠りますと、駅前開発に非常に支障を来たします。いま、南保育所につい

ても、非常に老朽化をしております。土地についても、もう買収はされており

ます。いま、３社ということで、応札されたのは３社、入札に９２．数％とい

うことでございましたけども、基本的に、一般競争入札をされたということで、

正々堂々とインターネットに載せてね、公募をされたということについてはね、

私はこれは評価できるもんやと思います。きょうはその中身の問題じゃなしに、

この入札の請負業の関係の議案でございますけども、るる皆さんが反対、賛成

の中で討論をおっしゃいますので、私も厚生委員の一員として、うちの委員長

は窪委員長、副委員長、髙幣委員さんで、また議長にもいろいろ御足労かけま

したけども、私は１日も早く、１年で造成並びに建築かかっておりますので、

何とか来年の４月１日にはもう、工期は３月３１日ですか、３月になってます

けども、１日も早くここの会社がね、安全にけがなく、事故なく施工していた

だくことを祈念してですね、私は賛成といたします。  

○議  長  

 窪君。  

○８  番  



 

－３８５－ 

 議案第２４号  平群町幼保一元化施設建設工事の請負契約の締結につきまし

て、意見を付しまして、賛成の討論させていただきます。  

 繁田議員もおっしゃいました。私も文教厚生委員の一員といたしまして、や

はり災害が発生したときにですね、エレベーターは停電でストップをいたしま

す。そのために防災対策、子どもたちの命を守るためにスロープの設置を提案

をしてまいりました。しかし、全く聞き入れていただくことはできず、今回、

二転三転、エレベーターの大きさが変わりました。行政が決められることです

から、これも採決で決まることですから、これはもう結構です。でも、何か問

題があったとき、本当に行政の責任は大変重いと思います。そういう意味で、

繁田議員がおっしゃってるんだと思います。  

 それと、もう１点ですが、予算の委員でございましたので、予算の委員会で

も申しましたが、やはり、これ、締結しましたら、いま馬本議員もおっしゃい

ましたが、すぐに１年で、来年の４月開園ということですので、速やかに行っ

ていかないといけません。ところがですね、住民説明会が、私が意見を述べさ

せていただかなかったら開かれてないのではないかという現況がわかりまし

た。地元椿井地域の皆さん、自治会には２回、役員会に足を運ばれましたが、

ただ、本当にこの建設のすぐ間近の地域の、周辺地元説明会を一切していなか

ったと。これは、本当に議会軽視と同時に、住民の皆さんにどのように御説明

するのでしょうか。職員の皆さん、私たちの自宅の前に突然建物が建ったとき

に、皆さんどのように思われるでしょうか。行政は、民間開発には行政指導で

住民説明会をしなさいとおっしゃいます。ただ、公共施設に関しましてはそう

いう法律がないこともわかっておりますが、ですからこそ、これからこの１年

で、この締結をいたしまして、この１年で建設がされます。皆さんのお仕事は

それで終わりかもしれませんが、地域の住民の皆様は、そこからいろんなこと

で御理解と御協力をいただかないといけないんです。車が１９０台、毎日毎日

来ましたら、本当にどうでしょう。皆さんのお家に、その近隣に建ったときの

ことを考えていただきまして、３月の２９日に初めて地元の説明会をするとい

うことをお聞きをいたしております。私も、地元ではありませんが傍聴に行か

せていただこうと思ってます。これは、締結に対しまして賛成はいたしますけ

れども、本当に住民の皆さん、すごくお怒りになられてますので、住民の皆さ

んの理解と納得ができる御説明をしていただいてからスタートをしていただく

ことを、意見を付しまして、賛成討論とさせていただきます。  

○議  長  

 ほかにございませんか。  
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「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら本案に対する討論を終結します。  

 これより議案第２４号について採決を行います。  

 本案について、原案どおり可決することに賛成の方は挙手願います。  

 

賛成者挙手  

 

○議  長  

 挙手多数であります。よって、議案第２４号  平群町幼保一体化施設建設工

事の請負契約の締結については原案のとおり可決されました。  

 日程第１４  発議第２号  消費税の軽減税率の制度設計と導入時期の明確化

を求める意見書（案）  

を議題といたします。  

 議案の朗読を求めます。私語を慎んでください。はい、局長。  

○局  長  

 朗読いたします。  

 発議第２号  

  消費税の軽減税率の制度設計と導入時期の明確化を求める意見書（案）  

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条第１項及び第２項の規定によ

り提出する。  

                        平成２６年３月１８日  

                        提出者  窪    和  子  

                        賛成者  奥  田  幸  男  

                         〃   髙  幣  幸  生  

  消費税の軽減税率の制度設計と導入時期の明確化を求める意見書（案）  

 昨年１２月１２日、「平成２６年度税制改正大綱」において、自民党、公明

党は、軽減税率については「消費税率１０％時に導入する」と盛り込みました。 

 軽減税率は、低所得者層を含む消費者全体へ持続的に恩恵が及ぶ制度であり、

欧米諸国の多くでは、飲食料品など生活必需品に対して、適用されており、国

民の負担軽減のための制度として長く運用され続けています。  

 我が国においては、世論調査においても明らかなとおり、多くの国民が制度

の導入へ賛成しており、国民的な理解を得ています。  

 消費税率１０％への引き上げ時期については、本年末にも総理によってその
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判断が示される方向です。  

 よって、政府においても、以上の現状を踏まえ下記の事項について適切な措

置を講じられるよう強く要望いたします。  

記  

 １  与党大綱に沿い、軽減税率制度の対象品目や納税事務のあり方など詳細

な制度設計の協議を急ぎ、本年末までに結論を出せるよう政府も全面的

に協力すること  

 ２  軽減税率の導入開始の時期については、「消費税１０％への引き上げ時」

に実施すべきこと  

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。  

 以上でございます。  

○議  長  

 提出者の趣旨説明を求めます。窪君。  

○８  番  

 ただいま事務局長に朗読をしていただき、意見書の中にも書かせていただい

ておりますが、平成２６年度の税制改正大綱で、生活必需品等の消費税率を低

く抑える軽減税率を「消費税率１０％時に導入する」と明記をされました。低

所得者層を含みます全ての消費者全体へ持続的に恩恵が及ぶ制度であり、多く

の国民の皆様の家計の負担を和らげる支援であります。８割以上の皆さんがこ

の導入に賛意を示しておられまして、軽減税率は本当に不可欠なものでござい

ます。よって、軽減税率の、いまですね、対象品目等についても議論を進めら

れておりますが、これからも詳細な制度設計の協議を急いで、本年末までに結

論を出せるように全面的に協力し、消費税１０％への引き上げ時に実施するた

め、適切な措置を講じるよう求める意見書でございます。  

 以上、簡単ではございますが、趣旨説明とさせていただきます。どうか皆様

の御賛同をいただきますようお願いいたします。  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら本案に対する質疑を終結します。  

 これより討論に入ります。植田君。  

○５  番  



 

－３８８－ 

 消費税軽減税率の制度設計と導入時期の明確化を求める意見書（案）に対し

ては、反対の立場で討論いたします。  

 消費税８％への増税が４月にも行われようとしています。多くの国民は、増

税による国民負担に不安を抱えています。その上、食料品など、生活に必要な

商品がじりじりと値上がってきている中、年金は減り続け、医療は窓口負担が

増える、高い介護保険料に国民生活はますます追い詰められていきます。食料

品や日用品など、生活必需品に対して軽減税率、あるいは非課税とすることな

どは、我が党としても当然だと思うんですが、この意見書では、「消費税１０％

への引き上げ時」にと、さらなる消費税の引き上げを前提に軽減税率を求めて

いることになっています。到底この点については認められないということです

から、この意見書については反対をいたします。  

○議  長  

 ほかにございませんか。髙幣君。  

○７  番  

 本消費税の削減については、これは、私たち、生活する上においては、生活

の必需品っていうものがあるわけなんです。こういうふうな観点の中で、やは

り生活の安定化を図るためには、この軽減税率については、私は必要があると

思います。ただ、消費税そのものについては、これは福利厚生とかいろんな意

味で、この必要性っていうものも十分認めておりますが、やはり生活権を守る

ためには軽減税率を適用していただきたく、私は政府や与党に対して十分な議

論を進めてほしいということを望み、賛成とさせていただきます。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら本案に対する討論を終結します。  

 これより発議第２号について採決を行います。  

 本案については原案どおり可決し、意見書として関係行政庁へ送付すること

に賛成の方は挙手願います。  

 

賛成者挙手  

 

○議  長  



 

－３８９－ 

 挙手多数です。よって、発議第２号  消費税の軽減税率の制度設計と導入時

期の明確化を求める意見書（案）については原案どおり可決し、関係行政庁へ

送付することに決定しました。  

 日程第１５  発議第３号  集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わない

ことを求める意見書（案）  

を議題といたします。  

 議案の朗読を求めます。局長。  

○局  長  

 朗読いたします。  

 発議第３号  

  集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わないことを求める意見書（案） 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条第１項及び第２項の規定によ

り提出する。  

                        平成２６年３月１８日  

                        提出者  植  田  いずみ  

                        賛成者  山  口  昌  亮  

  集団的自衛権行使を容認する解釈改憲を行わないことを求める意見書（案） 

 内閣法制局長官は、国会で憲法や法律の政府統一見解について答弁してきた

が、集団的自衛権については、「行使ができないのは憲法９条の制約である。

我が国は自衛のための必要最低限の武力行使しかできないのであり、集団的自

衛権はその枠を越える」（１９８３年４月、角田内閣法制局長官）とし、憲法

上許されないとしてきた。  

 また、これまで政府は、憲法９条２項があるため、自衛隊を「軍隊ではない」

「自衛のための必要最小限度の実力組織である」と説明し、「そういった自衛

隊の存在理由から派生する当然の問題」（１９９０年１０月、工藤内閣法制局

長官）として、武力行使の目的を持った部隊の海外派遣、集団的自衛権の行使、

武力行使を伴う国連軍への参加の３点について「許されない」との見解を示し

ていた。  

 よって、政府においては、日本の「自衛」とは無関係で、なおかつ海外で戦

争する国となる集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の見直しは行わないよう

強く要望する。  

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。  

 以上でございます。  

○議  長  

 提出者の趣旨説明を求めます。植田君。  
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○５  番  

 いま局長のほうから朗読ありましたように、歴代内閣が日本国憲法のもとで

は集団的自衛権の行使は認められないとする憲法解釈を、国会の議論、手続も

追わず、解釈の変更で改めようとする安倍首相の発言が大きな問題になってい

ます。これは、自民党内、古賀、野中元幹事長や村上元行政改革担当大臣など

からも批判の声が上がっています。また、内閣法制局長官経験者からも、選挙

に勝てば法解釈は自由ということになれば、法律も裁判所も意味がない。そん

な国は世界にないとの批判の声が上がっています。  

 憲法の最高規範性を否定し、国家権力を縛るという立憲主義を乱暴に否定す

るものです。改憲論者であり、集団的自衛権を認めるべきだと考えている慶応

大学の小林教授でさえ、解釈改憲論は余りにも乱暴であり、怒りを覚えている

という発言をされています。  

 集団的自衛権を解禁することは、日本が攻撃されなくても、同盟国が海外で

起こす戦争に無条件で、武力をもって助けに行くことになります。これは、間

違っても海外派兵はしないとして制定、運用されてきた憲法９条のもとで認め

られるはずがありません。これを首相の責任で解禁することは、明らかに首相

の権限、責任の範囲を越えるもので、立憲主義を否定するものです。  

 札幌市議会でも、公明党の賛同も得て可決をされていると聞いています。平

群町議会でも、立憲主義を守る立場から、意見書への賛同をお願いいたします。 

 以上です。  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら本案に対する質疑を終結します。  

 これより討論に入ります。髙幣君。  

○７  番  

 集団的自衛権を行使する解釈改憲を行わないことを求める意見書について

は、反対の立場で討論をさせていただきます。  

 私は、国際情勢が大きく変化してきたいま、第二次世界大戦後に制定された

日本国憲法の見直しが必要となる時代が到来していると、個人的には考えてお

ります。しかし、憲法改正には大きな壁があり、政府与党に対しても慎重な対

応が求められています。  
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 本意見書の集団的自衛権行使を容認する解釈問題については、国民各層のさ

まざまなる意見を聞きながらの対応が必要です。このように、昨今、慎重なる

対応を考え、政府与党も今国会中に閣議決定を結論づけることを見送る動きが

出ております。この動きは、常に国民の声を大事にしたいということです。こ

のような政府与党の動きから、提起された本意見書については時期尚早と考え、

反対をさせていただきます。  

○議  長  

 山口君。  

○６  番  

 時期尚早で、安倍首相が集団的自衛権行使、憲法を変えずにですね、解釈改

憲をしなければ、それはそれでいいことだというふうに思うんですが、この間

の首相の言動からは、そういう雰囲気ではありません。昨日も自民党の総務懇

談会ですか、総務委員会の懇談会が開かれてですね、その中でさまざまな意見

が出たというふうな記者会見がされていました。その中で、特にですね、いま

なぜその集団的自衛権かという意見が自民党の中からも出された。また、先ほ

ど趣旨説明の中でもありましたけれども、村上誠一郎元行革担当大臣が、憲法

を改正しないで憲法の根本を変えるのは、立憲主義から考えて禁じ手だと、こ

こまで言ってるわけですね。集団的自衛権を認めれば、アメリカの求めで世界

中に出ていくことになると。イラク戦争のように、間違った情報に基づく戦争

に加担して、誰が責任をとるのか。ここまで厳しく、自民党の元大臣が批判し

ているわけです。同じく、現職の自民党の脇雅史、参院の幹事長ですけれども、

この方も、集団的自衛権の行使は憲法９条と相入れない。その上で、立憲主義

の否定を憂う人たちと力を合わせて、行使容認を阻止するために頑張りたいっ

て、こう語ってるんです。ここまで、要するに自民党の幹部の方が語るという

ことは、安倍首相の解釈改憲がですね、並々ならない決意を持って突き進もう

としていることをうかがわせるもんです。  

 いま、今回はないというようなことをおっしゃってますけれども、安倍首相

が政権にいる間にですね、ぜひともしたい、解釈改憲をやりたいというのがで

すね、この間ずっと言われていることでありますし、そういう意味でも、地方

からこの意見書をきちんと政府に伝えるということは、本当に大事なことだと

いうふうに思います。そういう意味からですね、この意見書には賛成いたしま

す。  

 以上です。  

○議  長  

 ほか、ございませんか。  
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「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら本案に対する討論を終結します。  

 これより発議第３号について採決を行います。  

 本案については原案どおり可決し、意見書として関係行政庁へ送付すること

に賛成の方は挙手願います。  

 

賛成者挙手  

 

○議  長  

 挙手少数です。よって、発議第３号  集団的自衛権行使を容認する解釈改憲

を行わないことを求める意見書（案）については否決されました。  

 続きまして  

 日程第１６  発議第４号  「手話言語法」制定を求める意見書（案）  

を議題といたします。  

 議案の朗読を求めます。局長。  

○局  長  

 それでは朗読いたします。  

 発議第４号  

  「手話言語法」制定を求める意見書（案）  

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条第１項及び第２項の規定によ

り提出する。  

                        平成２６年３月１８日  

                        提出者  繁  田  智  子  

                        賛成者  戎  井  政  弘  

                         〃   髙  幣  幸  生  

                         〃   馬  本  隆  夫  

  「手話言語法」制定を求める意見書（案）  

 手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独

自の語彙や文法系を持つ言語です。手話を使う聴覚障がい者にとって、聞こえ

る人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段と

して大切に守られてきました。しかしながらろう学校では手話は禁止され、社

会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史がありました。  
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 ２００６（平成１８）年１２月に採択された国連の障害者権利条約（条約第

８条）には、「手話は言語である」ことが明記されています。  

 障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、２０１１（平

成２３）年８月に改正された「障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）」で

は、「全て障害者は、可能な限り言語（手話を含む。）その他の意思疎通のた

めの手段についての選択の機会が確保される」と定められました。  

 また同法第２２条では、国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけ

ていることから、手話が日本語と対等な言語であることを示し、日常生活、職

場、教育の場で手話を使った情報の提供やコミュニケーションが保障され、社

会に自由に参加できるために必要な施策を講じなければならない旨規定されて

います。  

 よって、下記の事項について早急に取り組まれるよう強く求めます。  

記  

 手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子ど

もが手話を身につけ手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語とし

て普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法」を制定す

ること。  

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。  

 以上でございます。  

○議  長  

 提出者の趣旨説明を求めます。繁田君。  

○１１番  

 では、趣旨説明をさせていただきます。  

 日本語であっても、英語であっても、聞こえる人が話す言葉を音声言語と言

います。普通、言語と言えば音声言語という認識でした。しかし、２００６年

１２月１３日に国連総会で採択をされた障害者権利条約の中で、「言語とは、

音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう」と定義づけられ、手話が

言語として認められました。２０１１年８月に改正をされました障害者基本法

でも、手話が言語に含まれることが明記をされ、「言語を含む意思疎通の手段

については、選択の機会が確保されなければならない」という規定も置かれて

います。  

 聴覚障がい者とのコミュニケーション方法は、手話、口話、空書、筆談など

がありますが、聴覚障がい者にとって最も正確に情報を捉えることができるの

は手話と言われています。現在、全国で約６万人の人が手話でコミュニケーシ

ョンを図っており、手話はまさに聴覚障がい者の母語であります。  
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 聴覚障がい者が家庭、学校、あるいは地域社会や職場など、あらゆる場面で

手話を自由に使い、手話によって権利を守られ、手話による豊かな文化を享受

できる社会を実現するためには、教育、通信、雇用など、手話に関するあらゆ

る施策の総合的、計画的な推進を図ることができるための根拠となる法整備が

必要です。議員の皆様には、この趣旨を御理解いただき、全会一致で意見書を

採択していただきますようお願いいたします。  

 以上です。  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら本案に対する質疑を終結します。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら本案に対する討論を終結します。  

 これより発議第４号について採決を行います。  

 本案については原案どおり可決し、意見書として関係行政庁へ送付すること

にいたしたいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、発議第４号  「手話言語法」制定を求める意

見書（案）については原案どおり可決し、関係行政庁へ送付することに決しま

した。  

 日程第１７  委員会の閉会中の継続調査の件  

を議題といたします。  

 議会運営委員長より、会議規則第７５条の規定により、お手元にお配りいた

しました閉会中の継続調査の申し出があります。  

 お諮りをします。  
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 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにいたしたいと

思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調

査とすることに決定いたしました。  

 以上で本定例会に付議された事件については全部終了いたしました。  

 これで本日の会議を閉じます。  

 町長、閉会に当たりまして、御挨拶をお願いします。はい、町長。  

○町  長  

 閉会の御挨拶をする前に、一つ御報告がございます。  

 このたび、平群町のボランティア団体であります竜田川ネットさんが、公益

財団法人日本さくらの会から、さくら功労者表彰を受賞されることが決定しま

した。４月２日に憲政記念館で表彰式が挙行されるということでございます。

第５次総合計画に言っております住民協働、あるいは住民主体の事業、まちづ

くりといたしまして、非常に喜ばしいことであるというふうに思っております。

皆様とともにお祝いを申し上げたいと思います。  

 本当に、この本議会におきましては、１５日間の長きにわたりまして、熱心

な御審議をいただいたところでございます。おかげさまで本定例会に上程させ

ていただきました案件は全て可決、承認いただき、まことにありがとうござい

ました。  

 今年度におきましては、皆様の御理解と御協力によりまして、幼保一体化に

向けた取り組みが大きく前進しました。小学校再編成につきましても、地域の

皆様の御理解、御協力によりまして、閉校式、開校式の準備が進んでおります。

また、土地開発公社から先行取得した土地についても、財政効果と同時に有効

活用が実現できる予定であります。今後におきましては、いま一段の財政健全

化に努めると同時に、駅周辺整備事業や企業誘致、バイパス沿いへの大型店舗

の誘導、子育て支援や定住促進、農業の６次産業化や観光振興に取り組み、財

政基盤の安定化に努めてまいります。その上で、将来展望といたしましては、

図書館と文化ホールなど、新たな展開に向けまして取り組みを進めてまいりた

いと思っております。  

 第５次総合計画にも盛り込みましたように、今後のまちづくりにおきまして

は、住民の皆様との協働という視点がより強く求められております。行政が責
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任を持って取り組む施策と住民とともに取り組む施策、そして、住民主体で取

り組んでいただく事業というぐあいに、お互いにお互いの役割分担、行動指針

も明確にしていきたいと考えております。本町の高齢化率は、２月の末で３３％

を突破しました。３人に１人が高齢者ということであります。高齢者によりま

す高齢者のためのまちづくりが求められております。平群町は専業主婦の割合

が高いと、こう言われております。その意味では、高齢者に加えまして、女性

によるまちづくりも重要であります。そこに若い若者が加われば、鬼に金棒で

あります。地域の総合力をもって元気なまちをつくってまいりましょう。その

ことにより、高齢者から子どもまでが安心して暮らせる「緑豊かで心豊かな子

どもの歓声がきこえるまち」が実現できるものと考えております。  

 いずれにいたしましても、これまで以上に情報の発信を強化し、行政と住民

との情報の共有、課題の共有、そして夢の共有に努めてまいりたいと考えてい

るところであります。議員各位におかれましては、より一層の御指導、御鞭撻、

御協力をお願いいたしまして、閉会に当たりましての挨拶とさせていただきま

す。今議会中、本当にありがとうございました。  

○議  長  

 これをもって平成２６年平群町議会第１回定例会を閉会いたします。  

（ブー）  

閉    会  （午後  ５時２０分）  


